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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 
２ 第34期および第35期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 
第36期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが１株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。 

３ 従業員数については、就業人員数を記載しております。 
４ 第35期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準
適用指針第４号)を適用しております。 

５ 第36期より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議
会 平成14年８月９日))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日
企業会計基準適用指針第６号)を適用しております。 

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 

(1) 連結経営指標等     
売上高 (百万円) 77,112 73,881 70,625 72,690 73,498
経常利益 (百万円) 12,978 11,093 8,756 11,061 8,815
当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 6,173 5,001 △3,568 6,149 6,091

純資産額 (百万円) 70,303 73,884 67,477 69,239 73,021
総資産額 (百万円) 92,864 91,048 83,140 87,490 91,658
１株当たり純資産額 (円) 1,742.00 1,798.67 1,671.40 1,760.45 1,877.95
１株当たり当期純利益 
金額又は当期純損失 
金額(△) 

(円) 152.39 120.46 △88.02 150.51 156.26

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額 

(円) ― ― ― 149.51 155.25

自己資本比率 (％) 75.7 81.2 81.2 79.1 79.3
自己資本利益率 (％) 8.9 6.9 △5.0 9.0 8.6
株価収益率 (倍) 14.6 18.3 ― 21.4 19.5
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 9,729 7,558 7,868 10,399 5,073

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,399 △6,309 △8,354 △2,532 258

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,568 △3,458 △2,825 △5,545 △4,090

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 18,921 16,819 13,356 15,896 17,956

従業員数 (名) 5,406 5,373 5,457 5,418 5,787
(2) 提出会社の経営指標等     
売上高 (百万円) 50,888 47,757 44,883 44,990 42,645
経常利益 (百万円) 11,527 9,948 9,325 10,314 8,041
当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) 6,476 5,671 △6,813 6,700 5,598

資本金 (百万円) 12,944 12,944 12,944 12,944 12,944
発行済株式総数 (株) 41,713,388 41,713,388 41,713,388 41,713,388 41,713,388
純資産額 (百万円) 66,357 71,880 62,062 63,594 65,192
総資産額 (百万円) 78,976 84,606 73,098 76,526 75,384
１株当たり純資産額 (円) 1,644.23 1,746.10 1,537.28 1,617.11 1,684.02
１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

30.00 

(15.00)

32.00

(16.00)

38.00

(19.00)

44.00 

(22.00)

75.00

(25.00)

１株当たり当期純利益 
金額又は当期純損失 
金額(△) 

(円) 159.86 137.85 △168.03 164.74 143.61

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
金額 

(円) ― ― ― 163.64 142.68

自己資本比率 (％) 84.0 85.0 84.9 83.1 86.5
自己資本利益率 (％) 10.0 8.2 △10.2 10.7 8.7
株価収益率 (倍) 13.9 16.0 ― 19.5 21.2
配当性向 (％) 18.7 22.7 ― 26.0 51.9
従業員数 (名) 2,137 2,103 2,018 1,976 1,973



６ 純資産額の算定にあたり、第38期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第5号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 



２ 【沿革】 

  

昭和44年３月 東京都新宿区に設立し、かつらの販売を開始しました。 

昭和49年１月 人工皮膚製品「AS-１」を発売しました。 

昭和51年10月 ワンタッチ製品「AQ-15」を発売しました。 

昭和54年２月 型取り用「フィッター」を開発しました。 

昭和56年10月 東京都新宿区新宿三丁目に本社ビルを取得しました。 

昭和59年６月 日信商事㈱を吸収合併し、その結果アデランス工芸㈱は当社の子会社となりまし

た。 

昭和59年９月 人工皮膚製品「アデランス・フロム・バイオブレン」を発売しました。 

昭和60年８月 株式の譲受によりフォンテーヌ㈱を子会社としました(現連結子会社)。 

昭和60年９月 当社株式を店頭登録有価証券として(社)日本証券業協会東京地区協会に登録しまし

た。 

昭和61年10月 タイ現地法人Aderans Thai., Ltd.を設立しました(現連結子会社)。 

昭和62年１月 当社株式を東京証券取引所市場第二部に上場しました。 

昭和62年３月 「ヘア・サポート」を発売しました。 

昭和63年３月 東京都新宿区新宿一丁目(現所在地)に本社を移転しました。 

昭和63年12月 当社株式を大阪証券取引所市場第二部に上場しました。 

平成２年１月 台湾現地法人愛德蘭絲股份有限公司を設立しました(現連結子会社)。 

平成２年４月 「ヘアプラス・イヴ」を発売しました。 

平成３年３月 「サイバーヘア」を発売しました。 

平成４年１月 オランダ現地法人Aderans Europe B.V.を設立しました(現連結子会社)。 

平成４年９月 「ライヴ・ニューピンポイント活毛」を発売しました。 

平成６年11月 米国現地法人Aderans Holding Co., Inc.を設立しました(現連結子会社)。 

平成８年４月 「サイバーヘアCA30」を発売しました。 

平成８年９月 アデランス工芸㈱を吸収合併しました。 

平成９年７月 一単位株式を千株から百株に変更しました。 

平成９年８月 当社株式を東京証券取引所市場第一部および大阪証券取引所市場第一部に上場しま

した。 

平成10年４月 「ヘアフィックス」を発売しました。 

平成10年12月 第三者割当増資の引受けにより㈱中条ゴルフ倶楽部(現㈱エーディーエヌ)を子会社

としました(現連結子会社)。 

平成12年５月 韓国現地法人Aderans Korea, Inc.を設立しました。 

平成13年８月 株式の譲受によりBosley Medical Institute,Inc. (現Bosley,Inc.) (米国法人)を

Aderans Holding Co., Inc.の子会社としました(現連結子会社)。 

平成14年１月 フィリピン現地法人Aderans Philippines, Inc.を設立しました(現連結子会社)。 

平成14年３月 中高年男性向けにオーダーメイドかつらの会員制システム「アデランス・ファーザ

ーズ・クラブ」(現「アデランス ヘアクラブ」)の全国展開を開始しました。 

平成14年９月 シンガポール現地法人Aderans Singapore Pte.Ltd.を設立しました。 

平成15年９月 「シフォレ」を発売しました。 

平成17年12月 中国現地法人Aderans(Shanghai) Co., Ltd.を設立しました。 

平成18年３月 「バイタルヘア」を発売しました。 

平成18年７月 中国現地法人Aderans(Shanghai) Trading Co., Ltd.を設立しました。 

平成18年９月 ㈱ヘアトラストホールディングスを設立しました(現連結子会社)。 

平成18年10月 マレーシア現地法人Aderans Malaysia Sdn Bhdを設立しました。 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社および当社の子会社41社(連結子会社30社、非連結子会社11社)および関連会社1社の合計43社

で構成され、主にかつらの生産・販売やヘア・トランスプラント(毛髪移植)サービスなどの毛髪関連事業を営んでお

ります。 

国内においては、当社がオーダーメイドかつらや理美容・育毛サービスを、フォンテーヌ㈱がレディーメイドかつ

らを主に販売しており、海外においては、米国、欧州(フランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、イギリス、スウェー

デン)、アジア(台湾、韓国、タイ、シンガポール、中国)にある販売拠点を通して全世界にかつらを販売しておりま

す。また、かつらの生産につきましては、アジア(タイ、フィリピン)が当社グループの生産拠点となっております。 

かつらや理美容・育毛サービス以外の毛髪関連事業として、Bosley,Inc.が米国で展開している医療分野にあたるヘ

ア・トランスプラントサービスがあります。 

また、その他の主な事業として、国内グループ会社の広告宣伝の取扱いおよびゴルフ場を経営する㈱エーディーエ

ヌがあります。 

以上に記載しました事業の系統図は、次のとおりであります。 

  



  

 
  



４ 【関係会社の状況】 

  

  

名称 住所 

資本金 
又は 

出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の
所有割合(％)

役員の兼任等
資金援助
(百万円) 

営業上の
取引 

設備の 
賃貸借状況 その他 

当社
役員 
(名) 

当社
従業員
(名) 

(連結子会社)                     

フォンテ－ヌ㈱ 東京都 
新宿区 1,539 かつらの

販売 100 3 ― ―
当社商品
の仕入 

当社所有
建物の一
部を賃貸 

― 

㈱エーディー 
エヌ 

東京都 
新宿区 80 

広告代理
業および
ゴルフ場
経営 

83.94
(0.73)

5 ―
長期貸付金

2,176
当社広告
の委託 ― ― 

㈱ヘアトラスト 
ホールディングス 

東京都 
新宿区 800 持株会社 100

3
 

―
長期貸付金

380
― ― ― 

㈱サムソン 岐阜県 
岐阜市 645 理美容業 58.25

(58.25)
1 ―

※５
長期貸付金

50
― ―

㈱ヘアトラスト
ホールディング
ス 
58.25％所有 

Aderans  Holding 
Co., Inc. 

米国 
ニューヨー 
ク州 

83,000 
千米ドル 

持株会社 100 4 ―
長期貸付金

2,404
― ― ― 

International  
Hairgoods, Inc. 

米国 
ミネソタ州 

2,546 
千米ドル 

かつらの
販売 

100
(100)

3 ― ― ― ―
Aderans Holding 
Co.,Inc. 
100％所有 

Rene of Paris 
米国 
カリフォル 
ニア州 

1,000 
千米ドル 

かつらの
販売 

100
(100)

3 ― ― ― ―
Aderans Holding 
Co.,Inc. 
100％所有 

General Wig  
Manufacturers, 
Inc. 

米国 
フロリダ州 

37 
千米ドル 

かつらの
販売 

100
(100)

4 ―
※６
短期貸付金

636
― ―

Aderans Holding 
Co.,Inc. 
100％所有 

Bosley, Inc. 
米国 
カリフォル 
ニア州 

8 
千米ドル 

ヘ ア・ト
ランスプ
ラントサ
ービス 

96.22
(96.22)

4 ―
※６
短期貸付金

2,239
― ―

Aderans Holding 
Co.,Inc. 
96.22％所有 

Aderans Europe 
B.V. 

オランダ国 
カベルアン 
ドイゼール 
市 

24,000 
千ユーロ 

持株会社 100 4 ― ― ― ― ― 

Camaflex S.A. 
ベルギー国 
ブリュッセ 
ル市 

70 
千ユーロ 

かつらの
販売 

100
(100)

2 ― ― ― ―
Aderans Europe 
B.V. 
100％所有 

Creations de 
Paris Camaflex 
Vertriebs  
G.m.b.H. 

ドイツ国 
ケルン市 

800 
千ユーロ 

かつらの
販売 

100
(100)

1 ―
※７
短期貸付金

327
― ―

Aderans Europe 
B.V. 
100％所有 

Gesmofra S.A.S. フランス国 
パリ市 

2,000 
千ユーロ 

持株会社 100
(100)

― ―
※７
長期貸付金

141
― ―

Aderans Europe 
B.V. 
100％所有 

  
Camaflex S.A.S. 
  

フランス国 
パリ市 

540 
千ユーロ 

かつらの
販売 

100
(100)

― ― ― ― ―
Gesmofra S.A.S.
100％所有 

D. Van Nooijen 
B.V. 

オランダ国 
カベルアン 
ドイゼール 
市 

20 
千ユーロ 

かつらの
販売 

100
(100)

1 ― ― ― ―
Aderans Europe 
B.V. 
100％所有 

Trend Hair 
Supplies Co., 
Ltd. 

英国 
イ ー ス ト 
サセックス
州 

30 
千ポンド 

かつらの
販売 

100
(100)

4 ― ― ― ―
Aderans Europe 
B.V. 
100％所有 

Carl M Lundh AB 
スウェーデ
ン国 
マルメ市 

100 
千クローナ 

かつらの
販売 

100
(100)

2 ― ― ― ―
Aderans Europe 
B.V. 
100％所有 

愛德蘭絲股份有 
限公司 

台湾 
台北市 

20,000 
千新台湾 

ドル 

かつらの
販売 100 3 1 ―

当社商品
の販売 ― ― 

  
Aderans Thai., 
Ltd. 
  

タイ国 
ブリラム県 

170,000 
千バーツ 

かつらの
生産 100 3 2 ―

当社商品
の仕入 ― ― 



  

(注) １ 議決権の所有割合欄の( )内は間接所有割合を内書きで記載しております。 

２ 上記子会社のうちフォンテーヌ㈱、Aderans Holding Co.,Inc.、Aderans Europe B.V.、World Quality Co.,Ltd.および

Aderans Philippines, Inc.は特定子会社に該当します。 

３ 上記子会社のうち有価証券報告書を提出している会社は㈱エーディーエヌであります。 

４ フォンテーヌ㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えており

ます。 

Bosley, Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えていま

す。 

※５ ㈱ヘアトラストホールディングスからの資金援助であります。 

※６ Aderans Holding Co.,Inc.からの資金援助であります。 

※７ Aderans Europe B.V.からの資金援助であります。 

  

名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 

(百万円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の
所有割合(％)

役員の兼任等
資金援助
(百万円) 

営業上の
取引 

設備の 
賃貸借状況 その他 

当社
役員 
(名) 

当社
従業員
(名) 

World Quality  
Co., Ltd. 

タイ国 
アユタヤ県 

15,000 
千バーツ 

かつらの
生産 

100
(100)

1 2 ―
当社商品
の仕入 ―

Aderans Thai.,  
Ltd. 
100％所有 

Aderans 
Philippines, 
Inc. 

フィリピン 
国 
パンパンガ 
州 

300,000 
千フィリ 
ピンペソ 

かつらの 
生産 

100 3 ―
長期貸付金

85
当社商品
の仕入 ― ― 

その他９社 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

主要な損益情報等 ① 売上高 11,352百万円

  ② 経常利益 1,460百万円

  ③ 当期純利益 800百万円

  ④ 純資産額 6,749百万円

  ⑤ 総資産額 9,020百万円

主要な損益情報等 ① 売上高 10,797百万円

  ② 経常利益 452百万円

  ③ 当期純利益 1,543百万円

  ④ 純資産額 1,715百万円

  ⑤ 総資産額 5,419百万円



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成19年２月28日現在) 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成19年２月28日現在) 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合は結成されておりません。 

当社グループのうち㈱エーディーエヌの労働組合は、中条ゴルフ倶楽部労働組合と称し、所属上部団体は新潟県

一般労働組合連合会であり、Aderans Thai., Ltd.の労働組合は、Aderans Thai Labour Union(アデランス・タイ労

働組合)と称し、所属上部団体はLabour Congress of Thailand(タイ労働会議)であります。 

なお、労使関係については概ね良好であります。 

  

事業部門の名称 従業員数(名) 

毛髪関連事業 5,634 

その他の事業 45 

全社(共通) 108 

合計 5,787 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

1,973 37.7 10.5 5,304,683 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が高い水準で推移し、雇用環境の改善による個人消費の回復に

も支えられ、緩やかな回復を示しました。米国経済は、住宅投資の失速を受けて調整局面に入りつつありますが、

個人消費は依然として力強く景気は底堅く推移しました。欧州経済は、雇用環境の改善により個人消費が堅調に推

移しました。 

当社グループが関連する毛髪関連業界におきましては、国内では市場間競争が厳しさを増したことに加え、男性

市場ではターゲット年代の顧客が少子高齢化の影響で伸び悩み、女性市場では顧客ニーズの多様化により市場環境

が変化してきました。 

海外市場におきましては、かつら市場は各国、各地域で顧客ニーズにあった新商品の投入などにより市場が順調

に拡大いたしました。ヘア・トランスプラント市場では施術技術の向上や宣伝戦略が顧客ニーズに合致し順調に拡

大いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、734億98百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益82億12百万円（前年同

期比20.4％減）、経常利益88億15百万円（前年同期比20.3％減）、当期純利益60億91百万円(前年同期比0.9％減)と

なりました。 

  

所在地別セグメントの業績については次のとおりであります。 

  

① 日本 

主力のオーダーメイドかつらの売上高は、男性向けに新商品「アデランス バイタルヘア」を、さらに女性向けに

「イヴファイン」を3月から発売し、新たなタレントを起用したテレビCMを実施しましたが、既存顧客への売上は増

加したものの、新規顧客は売上が低迷し、301億39百万円（前年同期比4.2％減）となりました。レディーメイドか

つらは、販売店の新規出店、デモンストレーション販売や新商品の投入により前年同期を上回り、101億83百万円

（前年同期比3.0％増）となりました。その他の毛髪関連商品は45億2百万円（前年同期比7.1％減）、サービス収入

は男性の若年層向け育毛サービスの売上が競合激化の影響を受けて伸び悩み、93億38百万円（前年同期比2.0％

減）、その他の事業収入は5億43百万円（前年同期比7.6％増）、セグメント間の内部売上高は52百万円（前年同期

比14.8％減）となりました。 

以上の結果、売上高の合計は547億60百万円となり、前年同期に比べ15億43百万円(2.7％)減少いたしました。営

業利益は99億39百万円と前年同期に比べ28億28百万円(22.2％)減少いたしました。 



② アジア 

台湾市場においては、中長期的な成長を見据えた営業基盤の確立に注力したことで宣伝費などを抑制したため売

上高がやや伸び悩みましたが、営業損失が縮小しました。また、連結会社内でのかつら商品売上が伸び悩んだこと

で生産工場であるアデランス・タイ社の営業利益が前年を下回りました。オーダーメイドかつらの売上高は2億35百

万円（前年同期比5.0％減）、レディーメイドかつらは69百万円（前年同期比16.7％減）、その他の毛髪関連商品は

57百万円（前年同期比21.4％減）、サービス収入は1億8百万円（前年同期比19.4％増）、セグメント間の内部売上

高は46億11百万円（前年同期比4.0％増）となりました。 

以上の結果、売上高は50億83百万円となり、前年同期に比べ1億53百万円(3.1％)増加いたしました。 営業利益は

7億28百万円と前年同期に比べ2億72百万円(27.2％)減少いたしました。 

  

③ 北米 

かつら事業はレディーメイドかつらの売上高が、新商品の投入による需要の掘り起こしや高付加価値商品の売上

が順調に拡大し、不採算部門の撤退による減収を上回り、30億12百万円（前年同期比5.4％増）となり、オーダーメ

イドかつらは3億99百万円（前年同期比6.8％増）となりました。ヘアトランスプラント事業によるサービス収入は

テレビCMの刷新、データベースを活用した営業活動や技術力の向上が効果を表したことで105億73百万円（前年同期

比16.6％増）となりました。その他の毛髪関連商品売上は5億87百万円（前年同期比72.1％増）、セグメント間の内

部売上高は16億88百万円（前年同期比77.1％増）となりました。 

以上の結果、売上高は162億61百万円となり、前年同期に比べ26億66百万円(19.6％)増加いたしました。営業利益

は5億28百万円となり、前年同期の営業損失75百万円から黒字転換いたしました。 

  

④ 欧州 

既に当社グループ会社が展開している市場の内、特にスウェーデン、イギリスやオランダ市場などではグループ

内で生産している高付加価値商品の売上を拡大したことでオーダーメイドかつらの売上高は5億99百万円（前年同期

比13.4％増）、レディーメイドかつらは23億40百万円（前年同期比9.5％増）、その他の毛髪関連商品は6億63百万

円（前年同期比20.6％増）、サービス収入は1億42百万円（前年同期比49.1％増）となりました。 

以上の結果、売上高は37億46百万円となり、前年同期に比べ4億33百万円(13.1％)と増加いたしました。営業利益

は売上高の増加と利益率の改善により2億86百万円と前年同期に比べ68百万円（31.3％）増となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

① 当連結会計年度のキャッシュ・フローの概要説明 

当連結会計年度の各キャッシュ・フローについては、営業活動により50億73百万円増加し、投資活動により2億

58百万円増加し、財務活動により40億90百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物の期末残高は20億10百万

円の増加となり、当連結会計年度末は179億56百万円(前年同期比13.0％増)となりました。 

当連結会計年度における営業活動、投資活動および財務活動による各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因は次のとおりであります。 

  

② 各活動別の説明および前期比 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益78億78百万円に減価償却費21億

50百万円等を加え、支出では法人税等の支払額44億91百万円あったことなどにより、差し引き50億73百万円の増

加となりました。 

この結果、営業活動全体として前連結会計年度と比べて収入が53億26百万円(前年同期比51.2％減)の減少とな

りました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の売却による収入が89億7百万円ありましたが、

有価証券の取得による支出が59億91百万円、有形固定資産の取得による支出が24億73百万円、投資有価証券の取

得による支出が26億67百万円ありました。 

この結果、投資活動全体として前連結会計年度と比べて収入が27億90百万円(前年同期は25億32百万円の支出)

の増加となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、自己株式の売却による収入が10億81百万円ありました

が、配当金の支払額が18億31百万円、自己株式の取得による支出が31億18百万円ありました。 

この結果、財務活動全体として前連結会計年度と比べて支出が14億55百万円(前年同期比26.2％減)の減少とな

りました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度の生産実績を示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 当社グループは、小売販売および卸売販売を手掛けております。そのため取り扱う品種が多数あり販売価格による表示が困

難なため、生産枚数にて表示しております。 

  

(2) 受注実績 

当連結会計年度の受注実績を示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。 

  

品目 生産高(枚) 前年同期比(％) 

オーダーメイドかつら 103,469 98.6 

レディーメイドかつら 1,081,041 97.0 

合計 1,184,510 97.1 

品目 受注高(百万円) 
前年同期比

(％) 
受注残高(百万円) 

前年同期比
(％) 

オーダーメイドかつら 30,979 96.3 3,457 89.7 

品目 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

毛髪関連事業     

オーダーメイドかつら 31,374 96.2 

レディーメイドかつら 15,605 104.3 

その他の商品 5,811 100.0 

サービス収入 20,162 107.3 

計 72,955 101.1 

その他の事業 543 107.5 

合計 73,498 101.1 



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは平成18年2月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定し、掲げた数値目標の達成に向けた事業

戦略を実行しております。 

具体的には、 

(1) 広告宣伝の強化と新商品・サービスの開発および関連業種との提携による新市場の創造などで、国内男性需

要の増加を図る。 

(2) 女性需要を喚起促進するため、オーダーメイドかつらでは「イヴ」と「シフォレ」の二つのメインブランド

として市場での認知度を高めるほか、レディーメイドかつら市場においては、フォンテーヌ社との販売協力体制の

確立や同社を中心に若年層、中年層をターゲットとした市場開拓に力を入れる。 

(3) 新業態理美容サロンだけではなく、一般流通事業との提携などによる新たな販売ネットワーク・新市場を構

築する。 

(4) 海外市場では、各社のシェア拡大による事業基盤の強化と収益性の更なる改善をはかるとともに、新たな市

場開拓のため未進出国での販売会社の取得、設立を推進し、グループの販売力強化をはかる。となっております。 

当連結会計年度は中期経営計画期間の第二年度にあたり、海外市場でのシェア拡大と収益基盤の強化に関して一定

の成果を見るに至っております。しかしながら、国内市場は市場間競争が厳しくなり、新商品、新サービスの投入に

より需要層の拡大と新規顧客獲得に注力してまいりましたが、成果を上げるには至りませんでした。 

今後の課題としましては一層の収益向上を図るために、海外事業での経営基盤の強化と更なる収益性の改善につと

めること、国内事業では市場再活性化のため宣伝戦略を見直し、他社と差別化が図れる商品、サービスの投入、さら

には女性市場でのグループ力の活用、外部理美容サロンチェーンとの資本、業務提携を促進することで、次の段階へ

の成長軌道を確かなものにすることであると考えております。 

以上のように、中期経営計画の実現に向け、当社グループは一丸となって邁進してまいる所存であります。 

  

買収防衛策について 

当社は、平成19年5月24日開催の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防

衛策）（以下「本プラン」といいます。）の具体的な内容を以下のとおり決定しました。 

  

当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定

するものではありません。また、株式会社の支配権の移転をともなう買収提案についての判断は、 終的には株主全

体の意思に基づき行われるべきものと考えております。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をも

たらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の

内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないも

の、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象

会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

そもそも、当社グループが、今後も毛髪関連業界のリーディングカンパニーとして成長を継続し、ひいては企業価

値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、当社グループの企業価値の源泉である①お客様や取引先との

間の信頼関係の更なる構築と維持、②お客様に満足のいくサービスを提供することのできる技能、経験、ノウハウを

もった優秀な人材の確保、③充実した研究を行える企業環境の維持・向上による新商品・技術の開発及びそのための

健全な財務体質の維持などが必要不可欠です。これらが当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、

向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。 

そのため、当社株式の大量買付が行われる場合、当該大量買付に応じるべきか否かについて株主の皆様が適切な判



断をするために必要な情報と時間を確保するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益の 大化の観点から買収

者と交渉したり、当社取締役会による代替案提示の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益

を確保し、向上させることが必要不可欠です。本プランは、まさにこの目的を達成するために必要な施策でありま

す。 

そして、当社は、平成18年12月18日に本プランの具体的内容を暫定的に決定した後も、当社グループの企業価値ひ

いては株主共同の利益に照らして 善の選択肢は何かという観点から、本プランや当社の企業価値の向上策につい

て、 慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、当社は、以下のとおり、新たな企業価値向上策の策定、コーポレ

ート・ガバナンスの強化、及び当社の株主還元の重視の方針について決定いたしました。当社グループは、今後もこ

れらの取組み等を行っていくことにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に邁進していく所

存であります。 

  

① 新たな企業価値向上策の策定 

当社は、平成18年２月期を初年度として中期経営計画を策定し、平成20年２月期はその 終年度となりますが、当

社の平成19年２月期における業績その他事業の状況を踏まえ、市場環境と既存事業の現状の問題点を徹底的に分析、

検証することとし、当社の企業価値を抜本的に向上させるべく、既存の事業戦略の見直しを行い、新たな企業価値向

上策の策定に取り組んでおります。新たな企業価値向上策の骨子は以下のとおりです。 

(ⅰ) 国内コア事業 

広告宣伝の強化及び改善、店舗毎での基本行動の徹底、店舗の改装及びサービスの向上 

(ⅱ) フォンテーヌ事業 

直営店・百貨店の出店加速による潜在需要の発掘、顧客メンテナンスマニュアルの統一と徹底、フォンテーヌと

アデランスの商品を相互に推奨 

(ⅲ) 海外かつら事業 

内部成長及び他社の買収によるマーケットシェアの拡大、商品の差別化、対卸売り営業強化、未進出地域への本

格参入（北欧、東欧及びアジア） 

(ⅳ) ヘア・トランスプラント事業 

北米市場中心とした積極的なクリニックの開設をさらに加速、カウンセラーの固定化による成約率の改善、広告

宣伝投資の拡大、日本市場での本格展開 

② コーポレート・ガバナンスの抜本的強化 

当社は、更なる当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上のためには、経営の透明性を図りコーポレ

ート・ガバナンスを強化することが必要不可欠と考えております。そこで、当社は、経営の透明性・客観性を高める

ため、新たに当社から完全に独立した社外取締役２名 (元 高裁判所判事及び国際的な会計実務や企業評価に精通し

た公認会計士)を選任し、取締役の総数を社外取締役２名を含めて９名にいたしました。また、取締役の株主の皆様に

対する責任を明確化するため、取締役の任期を２年から１年に短縮いたしました。 

③ 株主還元の重視 

当社は、従来から株主に対する利益還元を経営の 重要政策の一つとして位置づけ、安定配当の継続と配当水準の

向上を基本方針として、連結配当性向を連結当期純利益の30％、総還元性向を連結当期純利益の50％（ただし2008年

２月期までは投資などで多額の資金需要がない場合は、総還元性向100％）とすることを目標として取り組んでおり、

今後も上記方針に基づいて株主還元を実施していく予定であります。 

  

当社は、これらの施策を確実に実施し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に邁進していくためには、

本プランが必要不可欠であると判断しております。 

さらに当社では、本プランを、より当社の企業価値・株主共同の利益を確保及び向上に資するものとすることを目



的として、新たに当社から完全に独立した社外取締役２名（元 高裁判所判事及び国際的な会計実務や企業評価に

精通した公認会計士）を選任し、これに当社社外監査役２名を追加して独立委員会を組織することにより、独立委員

会の機能を実質的に強化すること、本プランの発動の範囲をより限定的とすること、本プランの有効期間を３年間延

長すること等を決定いたしました。 

  

本プランの内容 

(1) 本プランの概要 

(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（当社取締役会が友好的と認

めるものを除き、以下「買付等」と総称します。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といい

ます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時

間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくた

めの手続を定めています（下記(2)「本プランの発動に係る手続」ご参照)。 

(b) 新株予約権無償割当ての利用 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値・株主共同の利益

が害されるおそれがあると認められる場合（その要件の詳細については下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要

件」ご参照）には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は下記(4) 

「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点

の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定されます。）により割り当てます。

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、取締役の恣意的判

断を排するため、独立委員会規則（注１）に従い、(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)当社社外監査役又は(ⅲ)社外の有識

者 (実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）で、

当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を

行うことにより透明性を確保することとしています。 

なお、本プランの独立委員会は、当社経営陣から完全に独立した社外取締役２名及び社外監査役２名により構成

されております（独立委員会の委員の選任基準、決議要件及び決議事項については注１ご参照)。 

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使さ

れた場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付さ

れた場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は 大で50％まで希釈化される可能性があります。 

  

(2) 本プランの発動に係る手続 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。 

① 当社が発行者である株券等（注２）について、保有者（注３）の株券等保有割合（注４）が30％以上となる

買付等 

② 当社が発行者である株券等（注５）について、公開買付け（注６）に係る株券等の株券等所有割合（注７）

及びその特別関係者（注８）の株券等所有割合の合計が30％以上となる公開買付け 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、当該買付



等の実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める、買付等の内容の検討に必要な情報（以下「本必要情

報」といいます。)、及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載し

た書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社の定める書式により提出して頂きます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとします。独立委員会

は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、直接又は間

接に、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。こ

の場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供して頂きます。 

  

記 

  

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者（注９）、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他の構

成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、当該買付等による買付等と同種の過去の取引

の詳細及びその結果等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の

方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報、買付等に係る一連の取引によ

り生じることが予想されるシナジーの内容等を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引

の内容等を含みます。） 

⑤ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針 

⑦ その他独立委員会等が合理的に必要と判断する情報 

  

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと認められる

場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情があ

る場合を除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施す

ることを勧告します。 

 (c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、当社の企業価値・株主共同の利

益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会に

よる企業評価等との比較検討等を行うために当社取締役会に対しても、適宜回答期限（原則として60日を上限

とします。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以

下同じとします。)、その根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示

するよう要求することができます。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報等の提示を要求した場合には）当社

取締役会からの情報等を受領してから原則として60日間が経過するまで（但し、下記(d)③に記載する場合など

には、独立委員会は当該期間を延長することができるものとします。)（以下 「独立委員会検討期間」といい

ます。）に、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較

検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主

共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は間接



に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、又は当社取締役会の代替案の株主等に対する提示等を行うものと

します。 

買付者等は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合に

は、速やかにこれに応じなければならないものとします。なお、買付者等は、独立委員会検討期間が終了する

までは、上記(a)①または②に該当する買付等を開始することはできないものとします。独立委員会の判断が、

当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用

で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門

家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 

③ 情報開示 

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、当社取締役会が独立委員会に

代替案を提示した事実及び本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、適時開

示の規則を尊重して独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行います。 

 (d) 独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下の手続に従い、当社取締役会に対する勧告等を行うものと

します。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記①から③に定める勧告その他の決議をした場合その他独立

委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（独立

委員会検討期間を延長する場合にはその期間及び理由を含みます。）について、決議後速やかに情報開示を行いま

す。 

① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付者等の買付等の内

容の検討の結果、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれ

かに該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検討期間

の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告し

ます。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該

当すると判断した場合には、行使期間開始日（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)において定義

されます。）の前日までの間、（無償割当ての効力発生時までは）本新株予約権の無償割当ての中止、又は

（無償割当ての効力発生時の後は）本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるもの

とします。 

(イ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合 

(ロ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約

権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又は該当しても本新株予約権の無償割

当てを実施することもしくは行使を認めることが相当でない場合 

② 独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等

が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しない又は該当しても本新株予

約権の無償割当てを実施することが相当でないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わ

ず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後も、当該勧告の判断の前提とな

った事実関係等に変動が生じ、上記①前段の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当

ての勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。 

③ 独立委員会が本プランの発動の延期を行う場合 



独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行

うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交渉・代替案

の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います（なお、当該

期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。）。 

上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等を行う

ものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう 大限努めるものとし

ます。 

 (e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告に従い本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上

の機関としての決議を速やかに行うものとします。なお、当社取締役会が本プランの不発動の決議を行うまで、買

付者等は、買付等を行ってはならないものとします。 

当社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項に

ついて、速やかに情報開示を行います。 

  

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当てを実施することが相

当と認められる場合、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予

約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のとおり、

下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会の判断を経

て決定されることになります。 

  

記 

  

(a) 上記(2)「本プランの発動に係る手続き」(b)に定める情報提供及び独立委員会検討期間の確保その他本プラ

ンに定める手続を遵守しない買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれ

のある買付等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付

者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その

処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値

で売り抜ける行為 

(c) 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、

あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強

要するおそれのある買付等である場合 

(d) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えない買付等である場合 

(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報が提供され

ず、又は提供された場合であっても不十分な提供である場合 

(f) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、

買付等の後の経営方針・事業計画、及び買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の



当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等

である場合 

  

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。 

(a) 新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決議」といいます。）において

当社取締役会が別途定める一定の日 (以下「割当期日」といいます。）における当社の 終の発行済株式総数 (但

し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、その有

する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てます。 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権１個の目的である株式（注10）の数（以下「対象株式数」 といいます。）は、別途調整がない限り

１株とします。 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の株式１

株当たりの価額は、１円を下限として当社株式の１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取

締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。 

(f) 本新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日 (以下、かかる行使期間の初日を「行使

期間開始日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取

締役会が別途定める期間とします。ただし、下記(ⅰ)項②に基づき、当社が本新株予約権を取得する場合、当該取

得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の 終日が行

使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を 終日とします。 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者（注11）、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者（注12）、(Ⅳ)特定大量

買付者の特別関係者（注13)、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承

認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者（注14)（以

下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」といいます。）は、原則として本新株予約権を行使することがで

きません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則と

して本新株予約権を行使することができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用

できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、下記(i)項のとおり、当社

による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。 

(h) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社

取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得す

ることができるものとします。 



② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取

締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき

対象株式数の当社株式を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社

取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日において、

当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得

し、これと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、そ

の後も同様とします。 

  

(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものにかかる株主総会の

終結の時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行わ

れた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又

は変更する場合があります。 

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事実及び（変更等の場合には）変

更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。 

  

注１ 独立委員会規則の概要は以下のとおりです。 

・独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(ⅰ)当社社外取締

役、(ⅱ)当社社外監査役、又は(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任

する。但し、社外の有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士も

しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社

取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。 

・独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものにかかる

定時株主総会の終結の時までとする。また、当社社外取締役又は当社社外監査役であった独立委員会委員

が、取締役又は監査役でなくなった場合（再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期

も同時に終了するものとする。 

・独立委員会は本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施、本新株予約権の無償割当ての中止もしく

は本新株予約権の無償取得、又はその他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員

会に諮問した事項について決定等を行う。 

・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち４分の３以上が出席し、その４分の３以上をも

ってこれを行う。 

注２ 証券取引法第27条の23第１項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 

注３ 証券取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこ れに該当する

と認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 

注４ 証券取引法第27条の23第４項に定義されます。本書において同じとします。 

注５ 証券取引法第27条の２第１項に定義されます。(2)「本プランの発動に係る手続」(a)②において同じとし

ます。 

注６ 証券取引法第27条の２第６項に定義されます。本書において同じとします。 

注７ 証券取引法第27条の２第８項に定義されます。本書において同じとします。 



注８ 証券取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みま

す。）。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関

する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本書において同じとします。 

注９ 証券取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされ

る者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとしま

す。 

注10 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第２条第13号）となった場合においても、①本新株予約権の行使

により発行される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定時

株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとします。 

注11 当社が発行者である株券等（証券取引法第27条の23第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ

とします。）の保有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）で、当該株券

等に係る株券等保有割合（同法第27条の23第４項に定義されます。以下同じとします。）が30％以上であ

る者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。 

注12 公開買付け（証券取引法第27条の２第６項に定義されます。）によって当社が発行者である株券等（同法

第27条の２第１項に定義されます。以下本注13において同じとします。）の買付け等（同法第27条の２第

１項に定義されます。以下同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるそ

の者の所有（これに準ずるものとして証券取引法施行令第７条１項に定める場合を含みます。）に係る株

券等の株券等所有割合（証券取引法第27条の２第８項に定義されます。以下同じとします。）がその者の

特別関係者の株券等所有割合と合計して30％以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者

を含みます。）をいいます。 

注13 証券取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。

但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣

府令第３条第２項で定める者を除きます。 

注14 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下に

ある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)、又はその者と協調して行動する者とし

て当社取締役会が認めた者をいいます。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配

している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義されます。）をいいます。 

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断し

たものであります。 

  

(1) 海外生産および特定商品への依存について 

① かつらの主たる生産工場が海外(タイ国およびフィリピン国)にあり、当該工場が天災・火災・労働争議等に

より生産不能になった場合、あるいは当該国の政治または経済要因の変動により商品の供給等に支障がでた場

合、グループのかつら商品は当社独自のノウハウを必要とするため代替品の調達は困難であるので、業績に与

える影響は重大なものとなる可能性があります。 

② 画期的な発毛剤・経口剤等の開発と市場への投入がされた場合、またヘア・トランスプラントをしのぐ医療

技術が開発され事業化された場合、業績に与える影響は重大なものがあります。 

  

(2) 研究開発について 

研究開発活動として毛髪再生研究に着手しておりますが、開発が成功するか否かについては保証することはでき

ません。仮に開発に成功したとしても、短期的に収益に結びつくものではありません。また、毛髪再生技術が事業

化された場合の市場規模について現時点で正確に予測することは困難であります。 

  

(3) 情報管理について 

髪の悩みを持つ一般顧客を対象とした事業を営んでおりますので、顧客情報が漏洩した場合、お客様への心理的

な影響が大であり、営業活動において重大な影響がでる可能性があります。 

  

(4) 人材確保について 

当社の業務は、理容および美容関係の法規制もあり従業員の６割が理・美容師免許を有することから、理・美容

師の確保ができない場合、要員不足によるサービスの低下を来し、業績に影響がでる可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

(重要な会社分割) 

当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において、平成19年９月１日を期して、当社のかつらの販売や理美

容・育毛サービスなどの毛髪関連事業部門を新設分割し、持株会社体制へ移行することを決議し、平成19年５月24日

開催の定時株主総会において承認を受けております。 

これに伴い、当社は「㈱アデランスホールディングス」に商号変更いたします。 

なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況」の「１ 連結財務諸表等」(重要な後発事象)および「２ 財務

諸表等」(重要な後発事象)をご参照ください。 

  



(重要な営業の譲受) 

当社および米国連結子会社は、米国でヘア・トランスプラント事業を展開する 大手の一つであるLeavitt 

Management, Inc.との間で、ヘア・トランスプラント事業全部の譲受けに関し、平成19年４月30日付で、基本合意書

を締結いたしました。 

なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況」の「１ 連結財務諸表等」(重要な後発事象)をご参照くださ

い。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社グループ(当社および当社の連結子会社)の毛髪関連事業における研究開発活動は、お客様に満足いただける高

品質の商品・サービスを提供することを企業戦略上の要と位置付け、「かつら・活毛商品」「ヘアケア・育毛商品お

よびサービス」の開発改良と「毛髪再生医療」の研究開発に鋭意取り組んでおります。 

「かつら・活毛商品」分野では、当社研究開発部を中核とし、Aderans Thai.,Ltd.、World Quality Co.,Ltd.、

Aderans Philippines,Inc.の各生産子会社に研究開発部門を設置し、多様化するニーズに対応し、幅広い顧客層に支

持される商品を提供すべく、毛髪やかつらベース素材および毛植え方法等の開発改良を行っております。 

また、各生産子会社では、当社研究開発部の依頼による試作のほか、生産子会社独自に商品の開発改良を行ってお

ります。 

「ヘアケア・育毛商品およびサービス」分野では、当社研究開発部において、脱毛予防、育毛に効果のある施術シ

ステムおよび機器類や育毛剤の開発およびお客様の頭皮や毛髪の状態にあった各種シャンプー、コンディショナー、

トリートメント剤、整髪料等の開発を行っております。 

「毛髪再生医療」分野では、米国の研究開発子会社Aderans Research Institute,Inc.がアトランタ研究所およびフ

ィラデルフィア研究所において研究開発活動を行っております。 

アトランタ研究所では、生物工学のアプローチから毛包新生を誘導する細胞移植の医療機器の開発、前臨床および

臨床試験で利用する実験モデルの設計に取り組んでおります。 

フィラデルフィア研究所では、細胞生物学、分子生物学、トランスレーショナル・バイオロジー分野の学術研究の

成果を踏まえて、毛包再生を目的とした細胞培養に取り組んでおります。 

また、他の研究機関やバイオベンチャー企業との提携や共同研究も視野に入れて、毛髪再生に応用可能な研究動向

を把握するために、広範囲な活動を行っております。 

当連結会計年度における主な研究開発の成果として、「かつら・活毛商品」分野では、男性向けオーダーメイドか

つらとして、7年を費やし開発したインテリジェント人工毛髪を使用した「アデランスバイタルヘア」を、女性向けオ

ーダーメイドかつらとして＜健康＞をキーワードとしてベースの内側にゲルマニウムを付帯した「イヴファイン」を

それぞれ3月に発売しました。「ヘアケア・育毛商品およびサービス」分野では、毛穴洗浄、頭皮の柔軟化、育毛剤の

浸透促進など幅広く対応できる多機能イオン導入器「スキンスキップミニ」を7月から、シャワーと浴槽内のお湯の残

留塩素を容易に除去し完全脱塩素環境を確立する「デュアルプレケア(シャワー＆バス)」を8月から発売しました。 

以上により、当連結会計年度における研究開発費は15億57百万円であります。 

なお、その他の事業においては、研究開発活動は行っておりません。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断したもの

であります。 

 (1) 財政状態の分析 

(流動資産) 

流動資産の残高は359億85百万円(前連結会計年度末352億57百万円)となり、7億28百万円増加しました。これは未

収還付税金等の発生により、その他が14億58百万円増加(前連結会計年度末13億32百万円、当連結会計年度末27億90

百万円)したことが主な要因であります。 

(固定資産) 

固定資産の残高は556億72百万円(前連結会計年度末522億33百万円)となり、34億39百万円増加しました。これは

新規連結子会社の増加などにより有形固定資産が12億42百万円増加(前連結会計年度末269億2百万円、当連結会計年

度末281億44百万円)したことが主な要因であります。 

(流動負債) 

流動負債の残高は112億81百万円(前連結会計年度末125億46百万円)となり、12億65百万円減少しました。これは

未払法人税等が24億3百万円減少(前連結会計年度末32億46百万円、当連結会計年度末8億43百万円) したことが主な

要因であります。 

(固定負債) 

固定負債の残高は73億55百万円(前連結会計年度末56億6百万円)となり、17億49百万円増加しました。これは新規

連結子会社の増加により長期借入金が10億67百万円増加(前連結会計年度末なし、当連結会計年度末10億67百万円) 

したことが主な要因であります。 

 (純資産) 

純資産の残高は730億21百万円(前連結会計年度末692億39百万円 ただし、前連結会計年度末は資本)となり、37

億82百万円増加しました。これは当期純利益の計上などに伴い利益剰余金が38億36百万円増加(前連結会計年度末

512億6百万円、当連結会計年度末550億42百万円)したことが主な要因であります。 

  

(2) キャッシュ・フローの分析 

キャッシュ・フローの分析については「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。 

  

(3) 経営成績の分析 

(売上高) 

売上高は734億98百万円となり、前連結会計年度に比べ8億8百万円の増収となりました。これは米国のヘア・トラ

ンスプラント事業によるサービス収入の増加が主な要因であります。 

(売上原価) 

売上原価は137億26百万円となり、前連結会計年度に比べ10億36百万円の増加となりました。これは売上高の増加

が主な要因であります。 



(販売費及び一般管理費) 

販売費及び一般管理費は515億60百万円となり、前連結会計年度に比べ18億80百万円の増加となりました。これは

毛髪再生医療分野における研究開発費の増加が主な要因であります。 

(営業利益) 

以上の結果、営業利益は82億12百万円となり、前連結会計年度に比べ21億7百万円の減益となりました。 

(営業外損益) 

営業外収益は10億10百万円となり、前連結会計年度に比べ1億40百万円の減少となりました。これは為替差益が減

少したことが主な要因であります。 

営業外費用は4億6百万円となり、前連結会計年度に比べ2百万円の減少となりました。これは前連結会計年度にあ

った貸倒引当金繰入額がなくなったことが主な要因であります。 

(経常利益) 

以上の結果、経常利益は88億15百万円となり、前連結会計年度に比べ22億46百万円の減益となりました。 

(特別損益) 

特別利益は38百万円となり、前連結会計年度に比べ82百万円の減少となりました。これは固定資産売却益が減少

したことが主な要因であります。 

特別損失は9億74百万円となり、前連結会計年度に比べ6億82百万円の増加となりました。これは非連結子会社へ

の長期貸付金に対する貸倒引当金繰入額の発生が主な要因であります。 

(当期純利益) 

以上の結果、当期純利益は60億91百万円となり、前連結会計年度に比べ58百万円の減益となりました。 

  

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループは、毛髪に悩みを持つすべての人々に、かつら、理美容・育毛サービスやヘア・トランスプラント

サービスなどの形で提供し、その悩みの解消に努め、総合毛髪関連事業におけるグローバルグループとしてお客様

の視点に立った経営を推し進め、顧客満足、株主満足、従業員満足を高め企業理念である「お客様や社会から常に

必要とされる信頼の企業へ～「グッドカンパニー」の実現～」に努めております。 

この企業理念を実現するため「３．対処すべき課題」に記載のとおり、内外の市場競争はますます激化し、事業

環境は引き続き厳しいとの認識のもと、当社グループは平成18年2月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定

し、掲げた数値目標の達成に向けた事業戦略を実行しております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループ（当社および連結子会社）では毛髪関連事業に資本の投下を集中させることを戦略とし、当連結会計

年度は毛髪関連事業を中心に全体で37億１百万円の設備投資を実施いたしました。 

毛髪関連事業においては、当社においてはお客様の利便性およびニーズに対応するため、2店舗を新規に開設し、お

客様の増加と店舗設備の老巧化などに対応するため、13店舗の移転・増設をするなど10億50百万円の設備投資を行な

いました。また、フォンテーヌ㈱においても百貨店6店舗および直営店3店舗の新設と百貨店売場コーナーの増設など

に２億84百万円の設備投資を行ないました。また、World Quality Co., Ltd.においても製造装置に１億59百万円の設

備投資を行ないました。 

その他の事業においては、特記する事項はありません。 

所要資金については、いずれの投資も全額自己資金を充当しました。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

当社グループ(当社および連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

(平成19年２月28日現在) 

  

事業所名 
(所在地) 事業部門 設備の

内容 

帳簿価額(単位 百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積㎡) その他 合計 

本社(東京都新宿区) 毛髪関連事業 その他設備 1,638
2,995

(583.91)
[341.90]

221 4,885 318

生産本部(新潟県胎内市) 毛髪関連事業 その他設備 771
226

(128,137.56)
46 1,044 96

北海道営業部(北海道札幌市中央区) 
営業店８店舗、相談室１店舗 毛髪関連事業 営業用設備 178 ― 17 196 68

東北営業部(宮城県仙台市青葉区) 
営業店14店舗、相談室１店舗 毛髪関連事業 営業用設備 841

1,017
(749.61)

32 1,891 103

東京営業部(東京都新宿区) 
営業店37店舗、相談室１店舗 毛髪関連事業 営業用設備 718 ― 65 783 336

関東営業部(埼玉県さいたま市大宮区) 
営業店30店舗、相談室２店舗 毛髪関連事業 営業用設備 1,687

199
(887.53)
[105.49]

91 1,977 291

中京営業部(愛知県名古屋市中村区) 
営業店22店舗、相談室１店舗 毛髪関連事業 営業用設備 707

498
(256.23)

51 1,258 178

関西営業部(大阪府大阪市北区) 
営業店26店舗、相談室１店舗 毛髪関連事業 営業用設備 1,691

1,548
(566.85)

97 3,338 270

中国営業部(広島県広島市中区) 
営業店10店舗、相談室１店舗 毛髪関連事業 営業用設備 403 ― 45 448 86

九州営業部(福岡県福岡市中央区) 
営業店16店舗、相談室１店舗 毛髪関連事業 営業用設備 423

98
(335.90)

31 552 118

サテライト店 
サテライト店51店舗 毛髪関連事業 営業用設備 244 ― 41 286 51

新業態サロン 
新業態サロン11店舗 毛髪関連事業 営業用設備 23 ― 4 28 33

ＤＮ事業店 
ＤＮ事業店５店舗 毛髪関連事業 営業用設備 38 ― 1 39 14

厚生施設その他 
寮６カ所、社宅10カ所、保養所４カ所、 
賃貸物件２カ所、その他３カ所 

毛髪関連事業 その他設備 1,657
4,543

(17,671.54)
11 6,212 11

計 11,026
11,127

(149,189.13)
[447.39]

760 22,915 1,973



(2) 国内子会社 

(平成19年２月28日現在) 

  

(平成18年12月31日現在) 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 事業部門 設備の

内容 

帳簿価額(単位 百万円) 従業 
員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積㎡) その他 合計 

フォンテーヌ 
㈱ 

本社 
(東京都新宿区) 

毛髪関連事業 その他設備 23 ― 31 55 68 

  
東京営業部 
(東京都新宿区) 

毛髪関連事業 営業用設備 ― ― 3 3 230 

  
大阪営業部 
(大阪府大阪市北区) 

毛髪関連事業 営業用設備 2 ― 2 5 110 

  
福岡営業部 
(福岡県福岡市博多区) 

毛髪関連事業 営業用設備 0 ― 0 1 71 

  
名古屋支店 
(愛知県名古屋市中村区) 

毛髪関連事業 営業用設備 3 ― 0 3 57 

  
仙台支店 
(宮城県仙台市青葉区) 

毛髪関連事業 営業用設備 ― ― 0 0 30 

  
札幌支店 
(北海道札幌市中央区) 

毛髪関連事業 営業用設備 0 ― 0 0 25 

  
広島支店 
(広島県広島市西区) 

毛髪関連事業 営業用設備 0 ― 0 1 48 

  
新潟サービスセンター 
(新潟県胎内市) 

毛髪関連事業 その他設備 0 ― 1 1 46 

  
直営店 
38店 

毛髪関連事業 営業用設備 146 ― 75 222 115 

  
百貨店売場コーナー 
169カ所 

毛髪関連事業 営業用設備 181 ― 3 184 ― 

  
厚生施設その他 
２カ所 

毛髪関連事業 その他設備 23
52

(50.68)
― 75 ― 

  計 382
52

(50.68)
121 555 800 

会社名 事業所名 
(所在地) 事業部門 設備の

内容 

帳簿価額(単位 百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積㎡) その他 合計 

㈱サムソン 

本社 
(岐阜県岐阜市) 毛髪関連事業 その他設備 7 ― 1 8 15

岐阜オフィス 
(岐阜県羽島郡岐南町) 毛髪関連事業 その他設備 11

101
(1,290.24)

2 115 1

東京オフィス 
(東京都港区) 毛髪関連事業 その他設備 22

43
(64.44)

0 66 3

営業店 
19店 毛髪関連事業 営業用設備 500

167
(1,204.48)
[150.00]

12 680 276

厚生施設その他 
寮５カ所、賃貸物件９カ
所、その他１カ所 

毛髪関連事業 その他設備 139
145

(2,411.95)
38 322 ―

計 681
458

(4,971.11)
[150.00]

53 1,193 295

㈱エーディー
エヌ 

事務所 
(東京都新宿区) その他の事業 営業用設備 0 ― 0 1 9

ゴルフ場 
(新潟県胎内市) その他の事業 営業用設備 181

132
(1,048,742)

[685,999.74]
231 546 34

計 182
132

(1,048,742)
[685,999.74]

232 547 43



(3) 在外子会社 

(平成18年12月31日現在) 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具、工具器具及び備品、コース勘定であり、建設仮勘定は含んでおりま

せん。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 土地面積欄の［ ］は賃借中のものを外書で表示しております。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループ（当社および連結子会社）の設備投資については、顧客サービスの推進と地域市場の開拓を目的に、

投資割合等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しております。 

  

  

重要な設備の新設、除却等の計画は下記のとおりであります。 

  

(1) 重要な設備の新設等 

  

(注) ( )書きは保証金及び敷金を内書きで表示しております。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

  

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 事業部門 設備の

内容 

帳簿価額(単位 百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積㎡) その他 合計 

Bosley, Inc. 

本社、施術室15室、コン
サルテーション室24室 
(米国カリフォルニア州
他) 

毛髪関連事業 営業用設備 429 ― 574 1,004 626

Aderans 
Philippines,  
Inc. 

本社および工場 
(フィリピン国パンパンガ
州) 

毛髪関連事業 生産用設備 224
―
(―)

[15,435.17]
87 312 459

World  
Quality  
Co.,Ltd. 

本社および工場 
(タイ国アユタヤ県) 毛髪関連事業 生産用設備 154

55
(9,600.00)

 
338 548 226

会社名 
事業所名 

所在地 事業部門 
設備の 
内容 

投資予定金額 
資金調
達方法

着手及び完了予定 
完成後の 
増加能力 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

提出会社 

営業店1店 
全国 

毛髪関連事

業 

営業店 

新設 

(―)

9 

(―)

2 

自己 

資金 

平成19年

3月 

平成19年

3月 

重要な影響を

及ぼすもので

は 有 り ま せ

ん。 

提出会社 

営業店15店 
全国 

毛髪関連事

業 

営業店 

移転他 

(151)

1,050 

(―)

― 

自己 

資金 

平成19年

3月 

平成20年

1月 

会社名 
事業所名 

所在地 事業部門 
設備の 
内容 

期末
帳簿価額
(百万円)

除却の予定時期 除却による減少能力 

提出会社 
営業店15店 

全国 
毛髪関連事
業 

建物付属設
備 

83 
平成19年3月～
平成20年2月 

営業店の移転、改装に伴うもの
であり、重要な影響を及ぼすも
のでは有りません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 138,000,000 

計 138,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年２月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年５月24日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 41,713,388 41,713,388

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部) 

株主としての権利内容に制限
のない標準となる株式 

計 41,713,388 41,713,388 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

第１回新株予約権証券(平成15年５月22日定時株主総会決議) 

  

  

  事業年度末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数(個)   262 (注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―― ―― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 26,200 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 2,275 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月１日～
平成19年５月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) 

発行価格   2,275
資本組入額  1,138 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はでき
ないこととする。 

新株予約権の割り当てを受けた対
象者は、新株予約権の行使時におい
ても当社および当社の属する企業グ
ループに在任・在籍（形態は問わな
い）していることを要する。 

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れ、相続その他の一切の処分は
認めない。 
  上記の他、各対象者から当社への
新株予約権返還事由、新株予約権
の行使の制限その他に関し、新株予
約権割当契約に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ―― ―― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―― ―― 



第２回新株予約権証券(平成16年５月27日定時株主総会決議) 

  

  

  事業年度末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数(個) 4,592 (注)１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―― ―― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 459,200 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 2,462 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月１日～
平成20年５月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) 

発行価格   2,462
資本組入額  1,231 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はでき
ないこととする。 

新株予約権の割り当てを受けた
対象者は、新株予約権の行使時に
おいても当社および当社子会社に
在任・在籍（形態は問わない）してい
ることを要する。 

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れ、相続その他の一切の処分
は認めない。 
  上記の他、各対象者から当社へ
の新株予約権返還事由、新株予約
権の行使の制限その他に関し、新
株予約権割当契約に定めるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ―― ―― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―― ―― 



第３回新株予約権証券(平成17年５月26日定時株主総会決議) 

  

（注） １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

   ２  以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円

未満の端数については、これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行

使ならびに商法等の一部を改正する等の法律（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定ならびに平成13年改

正旧商法第221条ノ2の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調

整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

(3) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとす

る。 

  

  事業年度末現在
（平成19年２月28日） 

提出日の前月末現在
（平成19年４月30日） 

新株予約権の数(個) 6,567 (注)１ 6,561 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―― ―― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 656,700 656,100 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり 2,435 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月１日～
平成21年５月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円) 

発行価格   2,435
資本組入額  1,218 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はでき
ないこととする。 

新株予約権の割り当てを受けた
対象者は、新株予約権の行使時に
おいても当社および当社子会社に
在任・在籍（形態は問わない）してい
ることを要する。 

新株予約権の第三者への譲渡、
質入れ、相続その他の一切の処分
は認めない。 
  上記の他、各対象者から当社へ
の新株予約権返還事由、新株予約
権の行使の制限その他に関し、新
株予約権割当契約に定めるものと
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ―― ―― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―― ―― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割・併合の比率 

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

新規株式発行前の1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 自己株式の利益による消却 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年２月28日現在 

(注) １ 自己株式3,001,021株は「個人その他」に30,010単元、「単元未満株式の状況」に21株含まれております。 

２ 「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 54単元および80株

含まれております。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成11年11月17日 (注)１ △322 41,713 ― 12,944 ― 13,157 

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満
株式の状況

(株) 
政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 59 32 108 216 2 5,832 6,249 ―

所有株式数 
(単元) 

― 74,936 4,680 18,887 211,692 36 106,097 416,328 80,588

所有株式数 
の割合(％) 

― 18.00 1.12 4.54 50.85 0.01 25.48 100 ―



 (6) 【大株主の状況】 

平成19年２月28日現在 

(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

２ 前事業年度末現在主要株主であった根本信男は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。 

３ 次の法人から、大量保有報告書に係る変更報告書の提出があり(報告義務発生日 平成17年3月31日)、次のとおり株式を

所有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができません

ので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

スティールパートナーズ ジャパ
ン ストラテジックファンド（オ
フショア）エルピー 
(常任代理人 メリルリンチ日本
証券株式会社) 

P.O.BOX 2681 GT CENTURY YARD.4TH FL.
CRICKET SQUARE.HUTCHINS DR.GEORGE TOWN. 
GRAND CAYMAN C.I.,B.W.I 
(東京都中央区日本橋一丁目４番１号) 

10,300 24.69

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済業
務室) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A. 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

4,723 11.32

根 本 信 男 東京都世田谷区 3,856 9.24

株式会社アデランス 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 3,001 7.19 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,706 4.09

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,517 3.63

第一生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号) 

726 1.74

シティバンク ロンドン エヌ
エー アジムート エスジーア
ール エスピーエー 
(常任代理人 シティバンク・エ
ヌ・エイ東京支店) 

VIA MONDATORA. 19 41100 MODENA ITALY
(東京都品川区東品川二丁目３番14号) 

541 1.29

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ョナル・リミテッド 
(常任代理人 モルガン・スタン
レー証券株式会社) 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON
E14 4QA ENGLAND 
(東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号) 

522 1.25

資産管理サービス信託銀行株式
会社(証券投資信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 488 1.17

計 ― 27,384 65.61 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,706千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,517千株

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 488千株

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

ドッチ・アンド・コックス 

アメリカ合衆国カリフォルニア
州94104，サンフランシスコ，カ
リフォルニア・ストリート555，
40階 

2,733 6.55



４ 次の法人から、大量保有報告書の提出があり(報告義務発生日 平成17年9月30日)、次のとおり株式を所有している旨報

告を受けておりますが、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株

主の状況」では考慮しておりません。 

  

 (7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年２月28日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,400株(議決権54個)含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ信託銀
行株式会社 

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

112 0.27

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ株式会
社 

東京都渋谷区広尾一丁目１番39
号 

1,137 2.73

バークレイズ・グローバ
ル・イン ベス ター ズ、エ
ヌ・エイ 

米国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ市フリーモント・スト
リート45 

790 1.90

バークレイズ・グローバ
ル・ファンド・アドバイザ
ーズ 

米国カリフォルニア州サンフラ
ンシスコ市フリーモント・スト
リート45 

298 0.72

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・オー
ストラリア・リミテッド 

オーストラリア ニュー・サウ
ス・ウエールズ州シドニーハー
リントン・ストリート111 

36 0.09

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・リミ
テッド 

英国ロンドン市ロイヤル・ミン
ト・コート１ 

143 0.34

バークレイズ・グローバ
ル・インベスターズ・カナ
ダ・リミテッド 

カナダ オンタリオ州トロント
市ベイ・ストリート161，2500号 

1 0.00

計 ― 2,520 6.04

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

 普通株式  3,001,000 
― 

株主としての権利内容に制限

のない標準となる株式 

完全議決権株式(その他)  普通株式 38,631,800 386,318 同上 

単元未満株式 普通株式     80,588 ― 同上 

発行済株式総数 41,713,388 ― ― 

総株主の議決権 ― 386,318 ― 



② 【自己株式等】 

平成19年２月28日現在 

  

 【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社および子会社の取締

役、監査役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するものであります。 

① 平成15年５月22日定時株主総会において特別決議されたもの。 

当社の取締役10名、監査役１名および従業員242名に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ

とを特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
株式会社アデランス 

東京都新宿区新宿 
一丁目６番３号 

3,001,000 ― 3,001,000 7.19 

計 ― 3,001,000 ― 3,001,000 7.19 

決議年月日 平成15年５月22日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分および人数 当社の取締役10名、監査役１名および従業員242名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式数（株） 685,800 

新株予約権の行使時の払込価額（円） 2,275  (注) 1 

新株予約権の行使期間 平成16年６月１日～平成19年５月31日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないこととする。
新株予約権の割り当てを受けた対象者は、新株予約権の行使時においても

当社および当社の属する企業グループに在任・在籍（形態は問わない）してい
ることを要する。 

新株予約権の第三者への譲渡、質入れ、相続その他の一切の処分は認め
ない。 
  上記の他、各対象者から当社への新株予約権返還事由、新株予約権の
行使の制限その他に関し、新株予約権割当契約に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとす
る。 

代用払込みに関する事項 ―― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
―― 



② 平成16年５月27日定時株主総会において特別決議されたもの。 

当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

  

決議年月日 平成16年５月27日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分および人数 
当社の取締役9名、監査役1名および従業員299名
当社子会社の取締役7名、監査役1名および従業員18名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式数（株） 748,600 

新株予約権の行使時の払込価額（円） 2,462  (注) 1  

新株予約権の行使期間 平成17年６月１日～平成20年５月31日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないこととする。
新株予約権の割り当てを受けた対象者は、新株予約権の行使時においても

当社および当社子会社に在任・在籍（形態は問わない）していることを要する。
新株予約権の第三者への譲渡、質入れ、相続その他の一切の処分は認め

ない。 
  上記の他、各対象者から当社への新株予約権返還事由、新株予約権の
行使の制限その他に関し、新株予約権割当契約に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとす

る。 

代用払込みに関する事項 ―― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―― 



③ 平成17年５月26日定時株主総会において特別決議されたもの。 

当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行す

ることを特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 
  

（注） １  以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。 

(1) 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円

未満の端数については、これを切り上げる。 

(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行

使ならびに商法等の一部を改正する等の法律（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定ならびに平成13年改

正旧商法221条ノ2の規定に基づく自己株式の譲渡の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

(3) 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた

ときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとす

る。 

  

決議年月日 平成17年５月26日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分および人数 
当社の取締役7名、監査役1名および従業員299名
当社子会社の取締役7名、監査役1名および従業員18名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式数（株） 706,100 

新株予約権の行使時の払込価額（円） 2,435 (注) 1 

新株予約権の行使期間 平成18年６月１日～平成21年５月31日 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないこととする。
新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権の行使時においても当

社および当社子会社に在任・在籍（形態は問わない。）していることを要する。 
新株予約権の第三者への譲渡、質入れ、相続その他の一切の処分は認め

ない。 
  上記の他、各対象者から当社への新株予約権返還事由、新株予約権の
行使の制限その他に関し、新株予約権割当契約に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとす

る。 

代用払込みに関する事項 ―― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

―― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
1 

分割・併合の比率 

調 整 後 
払込価額 

＝
調 整 前 
払込価額 

×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

新規株式発行前の1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

  

  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

会社法第155条第３号による取得 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

旧商法第221条第６項および会社法第155条第７号による取得 

(注) 当期間における取得自己株式には、平成19年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数

は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

(注) １  当期間における取得自己株式の処理状況のその他には、平成19年５月１日から有価証券報告書提出日までのストックオプ

ションの権利行使および単元未満株式の買増しによる株式数は含めておりません。 

２ 当期間における保有自己株式数には、平成19年５月１日から有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使

および単元未満株式の買取り・買増しによる株式数は含めておりません。 

【株式の種類等】 旧商法第221条第６項、会社法第155条第３号

  および会社法第155条第７号による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会(平成18年７月13日)での決議状況 

(取得期間平成18年７月14日) 

1,000,000 

を上限とする 

3,570,000,000 

を上限とする 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 1,000,000 3,110,000,000 

残存決議株式の総数及び価額の総額 0 460,000,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 0.00 12.89 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 0.00 12.89 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

当事業年度における取得自己株式 2,678 8,020,525 

当期間における取得自己株式 239 712,140 

区分 
当事業年度 当期間 

株式数(株) 
処分価額の総額

(円) 
株式数(株)

処分価額の総額 
(円) 

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式 

― ― ― ― 

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ― 

その他(ストックオプションの権利
行使および単元未満株式の買増し) 

458,254 1,375,726,666 68 206,316

保有自己株式数 3,001,021 ― 3,001,192 ― 



３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要政策のひとつとして位置づけており、安定配当の継続は勿論のこと

配当水準の向上を基本方針とし、さらには自社株式の取得による株主還元を図るとともに、内部留保を充実すること

で中長期的に経営および財務基盤を磐石とする視点に立った事業展開などの投資戦略を行い、さらなる成長推進に努

めてまいります。配当性向は連結当期純利益の30％以上、総還元性向は連結当期純利益の50％以上を目処としており

ます。 

ただし、平成19年2月期と平成20年2月期の2会計年度につきましては、投資などで多額の資金需要がない場合には、

前述の基本方針にかかわらず、配当性向を連結当期純利益の30%以上、総還元性向は連結当期純利益の100％を目処と

いたします。 

また、当社の剰余金の配当は、中間配当および期末の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、

中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

当期につきましては、以上の方針に鑑み１株当たり年間75円(中間25円、期末50円)と前期に比べ31円増配いたしま

した。 

その結果、平成６年２月期から平成18年２月期まで14期連続して増配を続けております。 

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。 

  

 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 

平成18年10月12日取締役会決議 967 25 

平成19年５月24日定時株主総会決議 1,935 50 

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 

高(円) 4,250 2,485 2,620 4,190 3,540 

低(円) 2,180 1,664 2,075 2,225 2,580 

月別 
平成18年 
９月 

10月 11月 12月
平成19年 
１月 

２月 

高(円) 3,100 3,100 2,815 2,975 3,010 3,440 

低(円) 2,870 2,580 2,595 2,710 2,755 2,790 



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(千株) 

代表取締役
会長兼最高
経営 責任者
(CEO) 

  岡 本 孝 善 (昭和24年８月５日生)

昭和50年６月

昭和58年12月

昭和62年５月

昭和62年９月

平成２年３月

平成３年９月

平成７年５月

平成10年６月

  

平成10年９月

  

平成13年12月

  

平成16年２月

当社入社 

当社取締役 

当社常務取締役 

当社営業本部長 

当社海外統轄事業部長 

当社取締役 

当社代表取締役社長 

㈱中条ゴルフ倶楽部(現㈱エーデ

ィーエヌ)代表取締役社長(現任) 

Aderans Holding Co., Inc. 代表

取締役社長(現任) 

Aderans Europe B.V. 代表取締役

(現任) 

当社代表取締役会長兼最高経営責

任者(CEO)(現任) 

(注)３ 39

代表取締役
社長兼最高
執行責任者
(COO) 

  徳 丸 勝 治 (昭和39年８月24日生)

昭和58年３月

平成10年２月

平成14年２月

平成15年５月

平成16年２月

当社入社 
当社関西営業部長 

当社経営企画室長 
当社取締役 

当社代表取締役社長兼最高執行責

任者(COO)(現任) 

(注)３ 3

取締役 経営企画 
本部担当 田 中 二 男 (昭和22年11月23日生)

昭和47年５月

平成元年７月

平成５年12月

平成７年９月

平成11年５月

平成13年10月

  

平成14年２月

  

平成16年２月

  

平成18年２月

当社入社 

当社商品開発部長 
当社経理部長 

当社広報室長 
当社取締役(現任) 

当社宣伝企画部・IR室・お客様サ

ービス室担当 

当社宣伝企画部・広報室・IR室担

当 

当社広報室・IR室・IT管理室・お

客様サービス室担当 

当社経営企画本部担当(現任) 

(注)３ 18

取締役 管理部長 山 川 寛 恭 (昭和27年７月３日生)

昭和52年10月

平成７年８月

平成10年２月

平成15年５月

当社入社 

当社総務部長 

当社管理部長(現任) 

当社取締役(現任) 

(注)３ 3

取締役 海外事業 
部長 箕 輪 陸 夫 (昭和31年６月７日生)

昭和59年４月

平成18年４月

平成18年５月

㈱サム研究所取締役 

当社顧問 

当社取締役海外事業部長(現任) 

(注)３ 1

取締役 
最高顧問   根 本 信 男 (昭和15年７月15日生)

昭和43年９月

昭和44年３月

昭和45年３月

昭和58年12月

  

昭和62年５月

平成７年５月

平成12年５月

個人商店アデランス創業 

当社設立取締役 

当社代表取締役社長 

㈲成信商事(現 ㈱成信)代表取締

役社長(現任) 

当社取締役最高顧問 

当社代表取締役会長 

当社取締役最高顧問(現任) 

(注)３ 3,856



  

(注) １ 取締役深澤武久および間島進吾の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役片桐正昭および戸井川岩夫の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役の任期は、平成19年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年２月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。 

４ 監査役の任期は、平成16年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年２月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。ただし、監査役平野雄士の任期は、平成18年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年２月期に係る

定時株主総会終結の時までであります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(千株) 

取締役 
最高顧問   大 北 春 男 (昭和17年１月１日生)

昭和43年９月

昭和44年３月

昭和50年４月

昭和56年10月

昭和58年12月

  

昭和62年５月

平成７年５月

個人商店アデランス創業 

当社設立取締役 

当社専務取締役 

当社代表取締役副社長 

㈲オオエイ商事代表取締役社長

(現任) 

当社代表取締役社長 

当社取締役最高顧問(現任) 

(注)３ 207

取締役   深 澤 武 久 (昭和９年１月５日生)

昭和36年４月

平成12年９月

平成16年１月

平成16年１月

  

平成19年５月

弁護士登録(東京弁護士会) 

最高裁判所判事 任官 
最高裁判所判事 退官 

弁護士再登録(東京弁護士会)(現

任) 

当社取締役(現任) 

(注)３ ―

取締役   間 島 進 吾 (昭和21年９月24日生)

昭和48年11月

昭和50年９月

  
  

平成９年７月

  

平成16年12月

平成17年９月

平成18年４月

平成19年５月

公認会計士間島進吾事務所設立 
KPMG LLP(旧 PEAT MARWICK 

MITCHELL&CO.)ニューヨーク事務

所入社 

同社日本関連事業部 米国北東部

統括パートナー 

同社顧問就任 
同社顧問退任 

中央大学商学部教授(現任) 
当社取締役(現任) 

(注)３ ―

常勤監査役   荒 井 文 夫 (昭和23年11月13日生)

昭和50年10月

平成10年３月

平成11年５月

平成15年５月

平成16年３月

平成16年５月

当社入社 

フォンテーヌ㈱入社 

同社取締役 

同社常務取締役 

当社顧問 

当社常勤監査役(現任) 

(注)４ 2

常勤監査役   平 野 雄 士 (昭和22年３月22日生)

昭和61年４月

平成10年２月

平成18年５月

当社入社 

当社財務室長 

当社常勤監査役(現任) 

(注)４ 1

監査役   片 桐 正 昭 (昭和23年３月10日生)

昭和51年７月

昭和61年３月

昭和61年５月

片桐公認会計士事務所開設(現任) 

センチュリー監査法人代表社員 

当社監査役(現任) 

(注)４ 5

監査役   戸井川 岩 夫 (昭和28年８月22日生)

平成３年４月

  

平成12年４月

平成13年７月

平成16年５月

弁護士登録(東京弁護士会) 

渡部喜重郎法律事務所入所 

銀座シティ法律事務所パートナー 

戸井川法律事務所開設(現任) 

当社監査役(現任) 

(注)４ 0

計 4,140



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、髪を原点として生活や心の健康、そして社会全体の健康な環境をサポートする気持ちを、「ウェルネス」

という言葉に集約し、その心を世界中に広げお客様と通じ合える企業グループでありたいと願い、グループ企業理念

として「アデランスグループは永遠のヒューマニズムと時代の英知により、健康で心豊かな生活と快適な社会を創造

し、「ウェルネス」の実現を目指します。」のもと、お客様はもとより、株主、従業員の満足度を高めるため、社会

から常に必要とされる信頼の企業「グッドカンパニー」の実現を目指しております。 

この理念に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、スピーディーな事業戦略と効率的な業務執行が行え

る機動的な組織を構築し、企業活動に関わるすべての利害関係者に対して経営の透明性と情報の公正かつ適時開示を

行うことを基本方針としております。 

  

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

(1) 会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しており、以下の機関により経営の運営、法令および定款の適合の確認を行っており

ます。 

なお、長期的なグループ戦略の責任を担う会長(CEO)と、その方針に基づき業務執行の責任を担う社長(COO)を選

任し、経営と業務執行責任を明確にしております。 

(取締役会) 

社長(COO)が議長となり、毎月１回定期的に開催し、最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議および意

思決定を行います。 

その決定に基づき、社長もしくは業務を担当する取締役が業務を執行しております。 

(監査役会) 

監査役会は、常勤監査役および社外監査役で構成し、取締役会の開催日に開かれ、取締役会の意思決定の適法

性について意見交換がなされるほか、常勤監査役より経営会議、役員報告会での状況報告、取締役および業務執

行部署の業務執行の遂行状況、内部監査室(現在5名体制)より受けた監査内容、営業会議など種々の会議に出席し

て得た情報などについて、報告を行い、監査役全員で協議をしております。 

  

上記機関のほか、当社におきましては、次の会議体をもって業務執行に係る多面的な審査を実施しております。 

(経営会議) 

経営会議は、社長(COO)が議長となり、役付取締役および常勤監査役で構成し、取締役会開催の１週間前に開催

して、取締役会に諮る議案の選定および法令、定款に適合、また反社会的でないことを確認するため事前審議を

行っております。なお、必要に応じ、外部の専門家の意見を聴取しております。 



(役員報告会) 

社長(COO)が議長となり、役付取締役、業務を執行する取締役および常勤監査役で構成し、定期的に毎月２回開

催しております。 

取締役が業務執行の状況について報告を行い、役員間で内容を確認するほか、必要に応じ、業務執行管理職が

出席して報告を行うほか、新規の企画の事案について業務執行管理職より説明を受け、お客様や社会が受け入れ

る事業であるか、また実効性、違法性の有無について討議、確認をすることにより、出席取締役の意思統一をは

かっております。なお、必要に応じて、外部の専門家の意見を聴取しております。 

  

(2) 内部統制システムの整備の状況 

取締役会において、経営理念、経営方針に基づき内部統制システムの基本方針について決定しました内容につい

ては、次のとおりであります。 

① 取締役、使用人の職務が法令および定款に適合することを確保するための体制 

法令遵守はもとより、企業理念、グループ行動規範を根拠とし、社会から求められる倫理観、価値観に基

づき行動します。 

  当社もしくは、グループ全体に影響を及ぼす重要事項の決裁は、経営会議、役員報告会での検討を踏まえ

「職務権限規程」に従い行います。適法な業務執行の確認は、各取締役の誠実な職務の執行によりますが、

監査役の監査をもって行うものとします。 

  

② 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

情報の管理については、職務執行に係る情報を「情報資産の取扱に関する規程」に従い、以下の文書（電

子文書を含む）管理、保存します。文書の保存期間は、「文書管理規程」によります。 

・株主総会議事録と関連資料 

・取締役会議事録と関連資料 

・取締役が主催する会議の議事録と関連資料 

・その他職務執行に関する重要な文書 

・取締役が決裁する稟議書 

監査役および監査役の指示に従い監査に従事する者が必要とする文書の閲覧または謄写の請求をしたとき

は、取締役および業務執行管理職は、いつでもそれを提示します。 

  

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

代表取締役は、業務執行を担当する取締役の職務分掌および職務権限に基づき、各取締役に業務の執行を

行わせます。 

会社の経営もしくは当社グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、定期的に開催する取締役が

出席する役員報告会において、取締役もしくは業務執行管理職の説明を受け、効率的に業務執行が行われて

いるかを確認し、阻害する要因がある場合、適切な機関において改善を提案します。 



④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

企業活動の持続的発展を阻害する損失の危険を事前回避するために、社内改善委員会を設置し、社内ホッ

トライン制度とし、リスクをクライシスとしない体制を確立します。 

担当取締役が、それぞれの損失の危険に関し管理状況を把握し、定期的に「役員報告会」に報告します。

損失の危険および管理については、「役員報告会」が常にこれを掌握します。 

情報の漏えい、事故、災害等、緊急事態が発生した場合には、社長(COO)の指示に基づき、速やかに「緊急

対策本部」を設置し適切かつ迅速に対処します。 

  

⑤ 株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他社会規範と「関係会社管理規程」に

照らし、適切でなくてはなりません。 

会長(CEO)は、当社グループ幹部会議および海外関連会社会議において、グループ施策、業務執行に関する

指針を示し、業務執行者はこれを遂行します。 

各会社の自主性を尊重しつつ、財務室、生産本部および海外事業部は、四半期毎に予算および業務計画の

執行状況を確認します。 

監査役は、監査役会を通じて、当社グループの連結経営に対応した監査を実効的かつ適正に行えるよう、

会計監査人、財務室、生産本部および海外事業部と緊密な体制を構築します。 

  

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人をおく事を求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその

使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役は、内部監査室に監査業務に必要な事項を依頼できます。 

また、監査役が監査の必要性により、取締役に業務補助のためのスタッフを要請した場合、取締役はその

要請に協力します。 

監査役より監査業務に必要な事項の依頼を受けた従業員は、その業務に関して取締役および内部監査室長

の指揮、命令を受けないものとします。 

監査役は、業務補助に就いた従業員について、取締役に業務能力・業務態度などの報告を行い、取締役

は、その報告を評価の対象に含めます。 

  

⑦ 取締役および業務執行管理職が監査役(会)に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

監査役(会)への報告は、次の事項があります。 

・事故、災害などリスク対応の処理に関する報告 

・内部監査室の監査状況の報告 

・監査役からの質問および確認事項の報告 

・その他、取締役および業務執行管理職が報告を必要とした事項 



 (3) リスク管理体制の整備の状況 

(リスク情報の管理体制) 

リスク情報の管理は、取締役および情報開示の担当部署により、リスクの洗い出しを行い、重要なリスク情報を

開示しておりますが、今後は業務執行部署におけるリスクの洗い出しをも実施して、リスク情報のリストアップを

行い、リスクの重要性を基準化し、管理をしていきます。 

その他、当社の個人情報を含める情報資産を保護する目的で情報保護委員会を設置しております。 

情報保護委員会は、当社の主要な情報資産の漏えいを防止し、万一、情報が漏えいをした場合にその原因を追及

して、今後発生しないように改善し、会社の情報資産を守るための委員会であります。 

その下部組織として、情報保護検討協議会をもち、業務組織を横断してメンバーを構成し、各部署の情報資産を

選別して重要な情報資産を守り、また情報資産の漏えい防止の啓蒙を実施しております。 

現在、当社におきましては、情報管理システムの再構築を行っており、平成20年２月期より随時、新規のシステ

ムに移行して情報管理をより強固にしていきます。 

なお、情報の漏えいなど万一不測の事故や不祥事などが発生した場合には、社長(COO)をトップとする緊急対策本

部を即座に設置し、事態の打開策をとるとともに、リスク管理の適切な対応を行うようにしており、状況に応じ

て、市場・投資家に対する説明を行う体制を構築しております。 

また、役員、社員一人ひとりのコンプライアンス意識を高めるため、教育研修体制の充実をはかり、法令および

社会規範を遵守した行動が取れるようにしております。 

  

(情報開示体制) 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、業務執行にあたり、業務内容が法令および定款に適合有無

および情報としての開示を事前確認する法務室、当社および子会社の業績を管理する財務室ならびに情報開示を担

当するＩＲ室が連携を密にして、経営の透明性を図るため、経営情報を積極的に開示するようにしております。 

  

(4) 役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額 ４億 90百万円 

監査役の年間報酬総額     38百万円(うち社外監査役 ６百万円) 

  

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任につ

いて、職務を行うについて善意でかつ重大な過失がないときは、社外監査役は３百万円と会社法第425条第１項各号

の額の合計額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。 

  

(5) 監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  24百万円 

上記以外の報酬はありません。 



(6) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 会計監査人との連携 

監査役は、中間監査および期末監査の終了にあたり、会計監査人から監査の状況について説明を受け、質疑

応答がなされております。 

その他、双方が必要と判断した場合は連携できる状況になっております。 

  

② 内部監査部門との連携 

当社の内部監査部門は、社長直轄の内部監査室であるため、監査役の直接的な指示命令系統に属しておりま

せんが、内部監査室の業務監査について社長とともに常勤監査役にも報告書が提出され、監査役の業務監査の

一助としております。 

内部統制上の問題点や不明な点は、内部監査室に確認を行い、必要と思われる場合には助言しております。 

また、内部監査室の年間計画をもとに不定期に同行し、日常監査の状況を把握しております。 

  

③ 社外監査役の選任状況 

監査役４名のうち２名が社外監査役であります。２名は弁護士と公認会計士であり、専門的な立場より、法

令および定款に適合しているかどうかだけではなく、お客様とともに企業が存在することを前提に経営戦略と

業務執行が逸脱しないように監視をしております。 

  

(7) 社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

社外取締役は選任しておりません。２名の社外監査役とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害

関係はありません。 

なお、平成19年５月24日開催の定時株主総会において選任された２名の社外取締役とは、人的関係、資本的

関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

  

(8) 会計監査の状況 

会計監査につきましては、京橋監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法および証券取引法にも

とづく会計監査を実施しております。 

当期において業務を執行した公認会計士の氏名および当社に係る継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成は

以下のとおりであります。 

① 業務を執行した公認会計士の氏名および当社に係る継続監査年数 

   代表社員 業務執行社員  岸   勲 21年 

   代表社員 業務執行社員  石原  裕 ５年 

   代表社員 業務執行社員  小宮山 司 ４年 

  

② 監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士６名 

  



(9) 定款で定めている取締役の定数および取締役の選任決議要件 

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。また、当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款

で定めております。 

なお、平成19年５月24日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、取締役の員数は12名以内となり

ました。 

  

(10) 株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項 

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行するこ

とを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式

を取得することができる旨を定款で定めております。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)お

よび前事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)ならびに当連結会計年度(平成18年３月１日から平成19

年２月28日まで)および当事業年度(平成18年３月１日から平成19年２月28日まで)の連結財務諸表および財務諸表につ

いて、京橋監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
  

  
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金   14,238     14,525     

２ 受取手形及び売掛金   5,167     5,565     

３ 有価証券   9,306     7,700     

４ たな卸資産   4,046     4,364     

５ 繰延税金資産   1,262     1,159     

６ その他   1,332     2,790     

７ 貸倒引当金   △96     △121     

流動資産合計     35,257 40.3   35,985 39.3 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 ※１             

(１) 建物及び構築物 ※３ 13,137     13,550     

(２) 土地 ※３ 11,611     11,902     

(３) その他   2,152     2,691     

有形固定資産合計   26,902   30.7 28,144   30.7 

２ 無形固定資産               

(１) 営業権   111     121     

(２) 連結調整勘定   2,784     2,627     

(３) その他   2,582     3,804     

無形固定資産合計   5,478   6.3 6,552   7.1 

３ 投資その他の資産               

(１) 投資有価証券 ※２ 10,053     9,816     

(２) 保証金及び敷金   3,752     3,917     

(３) 繰延税金資産   2,712     3,126     

(４) その他 ※２ 3,407     4,746     

(５) 貸倒引当金   △74     △630     

投資その他の資産合計   19,852   22.7 20,975   22.9 

固定資産合計     52,233 59.7   55,672 60.7 

資産合計     87,490 100.0   91,658 100.0 

       



  

  

  
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形及び買掛金   1,408     1,632     

２ 未払法人税等   3,246     843     

３ 繰延税金負債   4     6     

４ 賞与引当金   1,422     1,395     

５ 役員賞与引当金   ―     111     

６ 商品保証引当金   137     150     

７ 返品調整引当金   97     110     

８ 前受金   3,093     2,697     

９ その他 ※３ 3,135     4,332     

流動負債合計     12,546 14.4   11,281 12.3 

Ⅱ 固定負債               

１ 社債   ―     190     

２ 長期借入金 ※３ ―     1,067     

３ 退職給付引当金   3,552     3,529     

４ 役員退職慰労引当金   813     953     

５ 繰延税金負債   19     32     

６ その他   1,220     1,581     

固定負債合計     5,606 6.4   7,355 8.0 

負債合計     18,153 20.8   18,636 20.3 

(少数株主持分)               

少数株主持分     97 0.1   ― ― 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※５   12,944 14.8   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金     13,157 15.0   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金     51,206 58.5   ― ― 

Ⅳ  その他有価証券評価差額金     626 0.7   ― ― 

Ⅴ 為替換算調整勘定     △1,379 △1.6   ― ― 

Ⅵ 自己株式 ※６   △7,314 △8.3   ― ― 

資本合計     69,239 79.1   ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  87,490 100.0   ― ―

       



  

  

  
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     ― ―   12,944 14.1 

２ 資本剰余金     ― ―   13,157 14.4 

３ 利益剰余金     ― ―   55,042 60.0 

４ 自己株式     ― ―   △9,057 △9.9 

株主資本合計     ― ―   72,086 78.6 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価 
  差額金 

  ― ―   602 0.7 

２ 為替換算調整勘定     ― ―   10 0.0 

評価・換算差額等合計     ― ―   613 0.7 

Ⅲ 新株予約権     ― ―   0 0.0 

Ⅳ 少数株主持分     ― ―   321 0.4 

純資産合計     ― ―   73,021 79.7 

負債純資産合計     ― ―   91,658 100.0 

       



② 【連結損益計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     72,690 100.0   73,498 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   12,690 17.5   13,726 18.7 

売上総利益     60,000 82.5   59,772 81.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※２ 
※３ 

  49,680 68.3 51,560 70.1

営業利益     10,319 14.2   8,212 11.2 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   170     291     

２ 受取配当金   10     20     

３ 不動産賃貸料   347     370     

４ 投資有価証券売却益   4     ―     

５ 為替差益   325     32     

６ その他   291 1,150 1.6 296 1,010 1.4 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   11     29     

２ 不動産賃貸費用   219     216     

３ たな卸資産評価損   ―     34     

４ たな卸資産廃棄損   58     60     

５ 貸倒引当金繰入額   61     ―     

６ その他   57 408 0.6 65 406 0.6 

経常利益     11,061 15.2   8,815 12.0 

Ⅵ 特別利益               

１ 過年度費用修正益   ―     8     

２ 固定資産売却益 ※４ 80     21     

３ 貸倒引当金戻入益   8     ―     

４ 関係会社清算益   30     ―     

５ その他   ― 120 0.2 8 38 0.0 

Ⅶ 特別損失               

１ 過年度費用修正損   103     ―     

２ 固定資産売却損 ※５ 15     44     

３ 固定資産除却損 ※６ 162     58     

４ 投資有価証券評価損   ―     141     

５ 貸倒引当金繰入額   ―     552     

６ その他   10 292 0.4 178 974 1.3 

税金等調整前当期純利益     10,889 15.0   7,878 10.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

5,152 2,040    

法人税等調整額   △412 4,739 6.5 △152 1,888 2.5 

少数株主損失     ― ―   101 0.1 

当期純利益     6,149 8.5   6,091 8.3 

       



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

  (資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     13,157 

Ⅱ 資本剰余金期末残高     13,157 

  (利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     46,905 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

  １ 当期純利益   6,149 6,149 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

  １ 配当金   1,647   

  ２ 自己株式処分差損   201 1,848 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     51,206 

      



④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

(注) 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 51,206 △7,314 69,992 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当 (注)     △ 863   △ 863 

 剰余金の配当     △ 967   △ 967 

 役員賞与 (注)     △ 130   △ 130 

 当期純利益     6,091   6,091 

 自己株式の取得       △3,118 △3,118 

 自己株式の処分     △ 294 1,375 1,081 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)           

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― 3,836 △1,742 2,094 

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 55,042 △9,057 72,086 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主 
持分 純資産合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高(百万円) 626 △1,379 △753 ― 97 69,337 

連結会計年度中の変動額             

 剰余金の配当 (注)           △ 863 

 剰余金の配当           △ 967 

 役員賞与 (注)           △ 130 

 当期純利益           6,091 

 自己株式の取得           △3,118 

 自己株式の処分           1,081 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △23 1,389 1,366 0 224 1,591 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △23 1,389 1,366 0 224 3,684 

平成19年２月28日残高(百万円) 602 10 613 0 321 73,021 



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
  

   
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

１ 税金等調整前当期純利益   10,889 7,878 

２ 減価償却費   2,082 2,150 

３ 有形固定資産除却損   264 175 

４ 連結調整勘定償却額   631 595 

５ 賞与引当金の増減額   139 △28 

６ 役員賞与引当金繰入額   ― 111 

７ 退職給付引当金の増減額   184 △93 

８ 投資有価証券評価損   ― 141 

９ 受取利息及び受取配当金   △180 △311 

10 支払利息   11 29 

11 売上債権の増減額   △235 △268 

12 たな卸資産の増減額   △21 △100 

13 仕入債務の増減額   60 124 

14 保証金及び敷金の増減額   53 85 

15 役員賞与の支払額   ― △130 

16 その他   △449 △1,074 

小計   13,431 9,284 

17 利息及び配当金の受取額   188 309 

18 利息の支払額   △11 △29 

19 法人税等の支払額   △3,209 △4,491 

営業活動によるキャッシュ・フロー   10,399 5,073 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１ 定期預金の増減額   131 2,981 

２ 有価証券の取得による支出   △11,995 △5,991 

３ 有価証券の売却による収入   18,692 8,907 

４ 有形固定資産の取得による支出   △2,017 △2,473 

５ 無形固定資産の取得による支出   △475 △1,361 

６ 投資有価証券の取得による支出   △7,283 △2,667 

７ 投資有価証券の売却による収入   1,056 605 

８ 連結の範囲変更を伴う子会社株式の取得 
による支出 

※２ △665 △27 

９ その他   25 286 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,532 258 



  

  

次へ 

   
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１ 自己株式の取得による支出   △4,977 △3,118 

２ 自己株式の売却による収入   1,080 1,081 

３ 配当金の支払額   △1,648 △1,831 

４ その他   ― △222 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △5,545 △4,090 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   219 768 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   2,540 2,010 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   13,356 15,896 

Ⅶ 新規連結子会社の 
現金及び現金同等物の期首残高 

  ― 50 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高   15,896 17,956 

      



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社は27社であります。 

   主要な連結子会社名 

フォンテーヌ㈱ 

㈱エーディーエヌ 

㈱エーディーイー 

Aderans Holding Co., Inc. (在外子会社) 

Aderans Europe B.V. (在外子会社) 

Aderans Thai Ltd. (在外子会社) 

なお、当連結会計年度から、買収によりCarl M 

Lundh ABを連結の範囲に含め、連結子会社同士の

合併によりBosley  Healthy  Hair  Institute, 

Inc.を連結の範囲から除外しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社は30社であります。 

   主要な連結子会社名 

フォンテーヌ㈱ 

㈱エーディーエヌ 

Aderans Holding Co., Inc. (在外子会社) 

Aderans Europe B.V. (在外子会社) 

Aderans Thai Ltd. (在外子会社) 

なお、当連結会計年度から、新規設立により㈱

ヘアトラストホールディングスを、買収により

Best Move Co., Ltd.を、増資引き受けにより㈱

サムソン、㈱ノディンを連結の範囲に含め、清算

により㈱エーディーイーを連結の範囲から除外し

ております。 

 (2) 非連結子会社は、いずれも連結財務諸表に与える

影響が軽微であるため、連結の範囲から除外して

おります。 

 (2)     同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社は、いずれも連結財務諸表に与える影

響が軽微であるため、持分法を適用しておりませ

ん。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社および関連会社は、いずれも連結財務

諸表に与える影響が軽微であるため、持分法を適用

しておりません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、㈱エーディーエヌ、㈱エーディ

ーイーおよび在外連結子会社24社の決算日は12月31

日でありますが、各社とも連結決算日との差異が３

カ月を超えていないので、当該決算日の財務諸表を

基礎として連結を行っており、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行

っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、国内連結子会社４社および在外

連結子会社25社の決算日は12月31日でありますが、

各社とも連結決算日との差異が３カ月を超えていな

いので、当該決算日の財務諸表を基礎として連結を

行っており、連結決算日との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    満期保有目的の債券 

     償却原価法(定額法) 

    子会社株式 

     移動平均法による原価法 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定) 

     時価のないもの 

移動平均法による原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    満期保有目的の債券 

       同左 

    子会社株式および関連会社 

       同左 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 

     時価のないもの 

 同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  ② たな卸資産 

    商品・製品 

連結財務諸表提出会社については、かつらの

うちオーダーメイドは個別法による原価法、

レディーメイドは総平均法による原価法、そ

の他の商品は 終仕入原価法によっておりま

す。 

また、国内連結子会社については、主として

移動平均法による原価法、在外連結子会社に

ついては、先入先出法による低価法または移

動平均法による低価法によっております。 

  ② たな卸資産 

    商品・製品 

  同左 

    原材料・仕掛品 

連結子会社については先入先出法による低価

法または移動平均法による低価法によってお

ります。 

    原材料・仕掛品 

       同左 

    貯蔵品 

支給資材は個別法による原価法、その他の貯

蔵品は主として 終仕入原価法によっており

ます。ただし、在外連結子会社については先

入先出法による低価法によっております。 

    貯蔵品 

       同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    有形固定資産 

主として定率法(ただし、 平成10年４月１日

以降取得した建物「建物附属設備を除く」に

ついては定額法によっております。)。一部

の国内連結子会社については定額法。 

ただし、在外連結子会社の有形固定資産につ

いては、主として定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 13～47年

    有形固定資産 

       同左 

    無形固定資産 

     定額法。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法により償却しております。 

    無形固定資産 

同左 

    長期前払費用 

均等償却 

    長期前払費用 

同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。なお、在外

連結子会社については、個々の債権の回収可能

性を検討し計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

連結財務諸表提出会社および国内連結子会社に

ついては、従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上しております。 

  ② 賞与引当金 

同左 

――――――   ③ 役員賞与引当金 

連結財務諸表提出会社および連結子会社のフォ

ンテーヌ㈱については、役員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

  ③ 商品保証引当金 

    連結財務諸表提出会社については、販売商品の

無償保証契約に基づく補修費に充てるため、過

去の補修実績を基礎として、その必要額を見積

計上しております。 

  ④ 商品保証引当金 

同左 

  ④ 返品調整引当金 

連結子会社のうちフォンテーヌ㈱については、

販売商品の返品による損失に備えるため、売掛

金残高に当期および前期の平均返品率と当期の

売上総利益率を乗じた額を計上しております。 

  ⑤ 返品調整引当金 

同左 

  ⑤ 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社、国内連結子会社および

一部の在外連結子会社については、従業員に対

する退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)による定額法により

費用処理しております。数理計算上の差異につ

いては、その発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)による定額法により

翌連結会計年度から費用処理しております。 

  ⑥ 退職給付引当金 

同左 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

    連結財務諸表提出会社および連結子会社のフォ

ンテーヌ㈱については、役員に対する退職慰労

金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

     なお、当制度は平成17年5月をもって廃止と

なり、「役員退職慰労引当金」は制度適用期間

中から在任している役員に対して退任時に支給

する予定額であります。 

  ⑦ 役員退職慰労引当金 

連結財務諸表提出会社ならびに連結子会社のフ

ォンテーヌ㈱および㈱サムソンについては、役

員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しております。 

なお、当制度は過年度において廃止となり、

「役員退職慰労引当金」は制度適用期間中から

在任している役員に対して退任時に支給する予

定額であります。 



  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外連結子会社の資産お

よび負債は決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部における為替換算調

整勘定に含めて計上しております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外連結子会社の資産お

よび負債は決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6) 消費税等の処理方法 

   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

 (6) 消費税等の処理方法 

       同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定は発生日以降５年間および10年間で均

等償却しております。 

  なお、その発生額が僅少な場合は発生時の損益とし

て処理することとしております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

 同左 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成

しております。 

―――――― 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い、取得日から３ヵ月以内に満期日の到来する短期

的な投資からなります。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更) 

  

  

(表示方法の変更) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

  

―――――― 

  

（役員賞与に関する会計基準） 

当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第4号)を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

および税金等調整前当期純利益が、111百万円減少して

おります。 

また、セグメント情報に与える影響については「(セ

グメント情報)所在地別セグメント情報」に記載してお

ります。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第5号)および「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指

針第8号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

72,699百万円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計期間にお

ける連結財務諸表の純資産の部については、改正後の連

結財務諸表規則により作成しております。 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

前連結会計年度において、財務活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「自己株式

の売却による収入」(前連結会計年度0百万円)について

は、重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記し

ております。 

  

―――――― 

  



(追加情報) 

  

  

連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日

以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価

値割および資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が184百万円増加

し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益

が同額減少しております。 

  

―――――― 

  

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(平成19年２月28日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額は21,864百万円であ

ります。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額は23,694百万円であ

ります。 

※２ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 305百万円

投資その他の資産 

その他(出資金) 
243百万円

※２ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 349百万円

投資その他の資産 

その他(出資金) 
294百万円

―――――― 

  

※３ 担保資産 

(1) 担保資産 

建物及び構築物 91百万円

土地 459百万円

計 551百万円

  (2) 対応債務 

流動負債のその他 

(短期借入金および1年以内

返済予定の長期借入金) 

141百万円

長期借入金 342百万円

計 483百万円

―――――― 

  

４ 偶発債務 

連結子会社以外の会社等の金融機関からの借入金

に対する債務保証 

㈱セントラルアカデミー  93百万円

※５ 連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は以下の

とおりであります。 

普通株式 41,713,388株

―――――― 

  

※６ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

普通株式 2,456,597株

―――――― 

  



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 商品保証引当金繰入額137百万円および返品調整

引当金繰入額1百万円が含まれております。 

  

※１ 商品保証引当金繰入額150百万円および返品調整

引当金繰入額12百万円が含まれております。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

  

広告宣伝費 12,199百万円

給与手当 14,290百万円

賞与引当金繰入額 1,728百万円

退職給付費用 406百万円

役員退職慰労引当金 
繰入額 

233百万円

減価償却費 1,773百万円

連結調整勘定償却額 662百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

  

広告宣伝費 12,660百万円

給与手当 15,345百万円

賞与引当金繰入額 1,384百万円

退職給付費用 380百万円

減価償却費 1,779百万円

連結調整勘定償却額 625百万円

  

※３ 一般管理費に含まれる 
   研究開発費 

977百万円

  

※３ 一般管理費に含まれる
   研究開発費 

1,557百万円

 ※４ 固定資産売却益は、主として土地・建物の売却に
よるものであります。 

  

※４ 固定資産売却益は、主として土地の売却によるも
のであります。 

  
※５ 固定資産売却損は、土地・建物の売却によるもの

であります。 
  

※５ 固定資産売却損は、土地・建物の売却によるもの
であります。 

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

  

建物及び構築物 151百万円

その他 11百万円

計 162百万円

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

  

建物及び構築物 46百万円

その他 11百万円

計 58百万円



(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、単元未満株式の買取りによる増加2,678株および平成18年7月13日開催の取締役会の決議による取得

1,000,000株であります。 

減少数の主な内訳は、ストックオプション行使による減少457,200株および単元未満株式の買増請求による減少1,054株であ

ります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

株式の種類 前連結会計年度末 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)     41,713,388         ―         ―     41,713,388 

株式の種類 前連結会計年度末 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)     2,456,597      1,002,678      458,254     3,001,021 

  

内訳 
目的となる

株式の種類 

目的となる株式の数 （株） 当連結会計年

度末残高(百

万円) 
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 0 

合計 ― ― ― ― 0 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年 5月25日 
定時株主総会 

普通株式 863  22  平成18年 2月28日 平成18年 5月26日 

平成18年10月12日 
取締役会 

普通株式 967    25  平成18年 8月31日 平成18年11月15日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年 5月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,935  50  平成19年 2月28日 平成19年 5月25日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 14,238百万円

有価証券勘定に含まれるMMF等 4,501百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △2,843百万円

現金及び現金同等物 15,896百万円

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 14,525百万円

有価証券勘定に含まれるMMF等 3,504百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △73百万円

現金及び現金同等物 17,956百万円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

    株式の取得により新たにCarl M Lundh ABを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための

支出(純額)との関係は次のとおりであります。 

  

流動資産 185百万円

固定資産 22百万円

連結調整勘定 602百万円

流動負債 △107百万円

固定負債 △10百万円

 同社株式の取得価額 692百万円

同社の現金及び現金同等物 △26百万円

 差引：同社取得のための支出 665百万円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

    株式の取得により新たにBest Move Co.,Ltd.を

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のため

の支出(純額)との関係は次のとおりであります。 

  

流動資産 32百万円

固定資産  0百万円

連結調整勘定 17百万円

流動負債 △12百万円

 同社株式の取得価額 38百万円

同社の現金及び現金同等物 △11百万円

 差引：同社取得のための支出 27百万円



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額および期末残高相当

額 

  

  

  

(注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

  
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 

(百万円) 

車両運搬具 30 21 8 

工具器具 
及び備品 

73 44 29

合計 103 65 37 

(注)         同左 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 

(百万円) 

期末残高
相当額 

(百万円)

建物附属
設備 

99 8 ― 90

車両運搬具 30 25 ― 4 

工具器具
及び備品 

355 156 ― 198

ソフト
ウェア 

154 34 13 106

合計 639 225 13 400 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

  

(注) 未経過リース料期末残高相当額は有形固定資産

の期末残高に占める未経過リース料期末残高の

割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

１年以内 17百万円

１年超 20百万円

合計 37百万円

   

 (2) 未経過リース料期末残高相当額およびリース資産

減損勘定期末残高 

(注)         同左 

１年以内 109百万円

１年超 298百万円

合計 408百万円

   

リース資産減損勘定期末残高 7百万円

 (3) 支払リース料および減価償却費相当額 

  

支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額およ

び減価償却費相当額 

支払リース料 56百万円

リース資産減損勘定の取崩額 1百万円

減価償却費相当額 55百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 565百万円

１年超 3,258百万円

合計 3,824百万円

２ オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 564百万円

１年超 3,418百万円

合計 3,983百万円



(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

区分 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

連結貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 
時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの 

    

(1) 社債 1,400 1,400 0 ― ― ― 

小計 1,400 1,400 0 ― ― ― 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの 

    

(1) 社債 9,606 9,528 △77 8,501 8,423 △77 

小計 9,606 9,528 △77 8,501 8,423 △77 

合計 11,006 10,929 △77 8,501 8,423 △77 

区分 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 

(百万円) 

取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照 
表計上額 
(百万円) 

差額 

(百万円) 
連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

    

(1) 株式 1,453 2,509 1,055 1,254 2,376 1,122 

小計 1,453 2,509 1,055 1,254 2,376 1,122 

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

    

(1) 株式 ― ― ― 700 594 △105 

小計 ― ― ― 700 594 △105 

合計 1,453 2,509 1,055 1,955 2,971 1,016 



３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後の償還予定額 

前連結会計年度(平成18年２月28日) 

  

  

当連結会計年度(平成19年２月28日) 

  

  

区分 
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

売却額 (百万円) 5 ― 

売却益の合計額 (百万円) 4 ― 

売却損の合計額 (百万円) ― ― 

区分 

前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 

満期保有目的の債券     

コマーシャルペーパー 3,998 3,995 

その他有価証券     

マネー・マネージメントファンド 1,502 1,505 

非上場株式 ― 193 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券         

 社債 3,805 4,700 2,000 501 

 コマーシャルペーパー 3,998 ― ― ― 

合計 7,803 4,700 2,000 501 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券         

 社債 2,200 3,800 2,000 501 

 コマーシャルペーパー 3,995 ― ― ― 

合計 6,195 3,800 2,000 501 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

前へ   次へ 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日  

 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日  

 至 平成19年２月28日) 

(1) 取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、通貨オプショ

ン取引であります。 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していな

いため、該当事項はありません。 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

通貨オプション取引は、外貨建金銭債権債務の為

替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る

目的で利用しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

通貨オプション取引は、為替相場の変動および円

金利と外貨金利の変動によるリスクを有しておりま

す。デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国

内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるい

わゆる信用リスクは、ほとんどないと判断していま

す。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限および取引限度額等を定めた社内規程に従い、

所定の承認を得て行っております。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもオプション取引における計算上の想

定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の

リスクの大きさを示すものではありません。 



 (退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社およびフォンテーヌ㈱は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けて

おります。また、㈱エーディーエヌおよび㈱サムソンは、退職一時金制度を設けております。 

なお、一部の在外連結子会社は、確定拠出型制度および退職一時金制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

  
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

(1) 退職給付債務(百万円) △5,198 △5,423 

(2) 年金資産(百万円) 2,251 2,549 

(3) 未積立退職給付債務((1)+(2)) (百万円) △2,946 △2,873 

(4) 未認識過去勤務債務(百万円) △445 △333 

(5) 未認識数理計算上の差異(百万円) △160 △321 

(6) 退職給付引当金((3)+(4)+(5)) (百万円) △3,552 △3,529 

  
前連結会計年度

(自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日) 

退職給付費用      

 (1) 勤務費用 (百万円) 330 364 

 (2) 利息費用 (百万円) 112 100 

 (3) 期待運用収益 (百万円) △21 △22 

(4) 過去勤務債務の費用処理額(百万円) △111 △111 

 (5) 数理計算上の差異の費用処理額 (百万円) 96 49 

合  計 406 380 

  
前連結会計年度

(平成18年２月28日) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日) 

(1) 割引率 (％) 2.0 同左 

(2) 期待運用収益率 (％) 1.0 同左 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(4) 過去勤務債務の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数
による定額法により費用処理
しております。) 

同左 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数
による定額法により、翌連結
会計年度から費用処理してお
ります。) 

同左 



(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

  

  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

区分 
平成15年 

ストック・オプション 

平成16年 

ストック・オプション 

平成17年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数

(名) 

取締役10名、監査役１名お
よび従業員242名 

・取締役９名、監査役１名
および従業員299名 

・子会社の取締役７名、監
査役１名および従業員18
名 

・取締役７名、監査役１名
および従業員299名 

・子会社の取締役７名、監
査役１名および従業員18
名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの数 
普通株式 685,800株 普通株式 748,600株 普通株式 706,100株 

付与日 平成15年５月23日 平成16年５月28日 平成17年５月27日 

権利確定条件 
権利行使時においても勤務

していること。 

権利行使時においても勤務

していること。 

権利行使時においても勤務

していること。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

権利行使期間 
平成16年６月１日～ 

平成19年５月31日 

平成17年６月１日～ 

平成20年５月31日 

平成18年６月１日～ 

平成21年５月31日 

会社名 ㈱サムソン 

区分 
平成14年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数

(名) 

取締役10名および従業員27
名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの数 
普通株式 23,340株 

付与日 平成14年１月16日 

権利確定条件 

平成16年１月16日に２分の
１権利確定、平成18年１月
16日にすべて権利確定。 
任期満了による退任、会社
都合による退職などを除
き、権利行使時においても
勤務していること。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 

権利行使期間 
平成16年１月16日～ 

平成21年１月15日 



  

  

  

前へ   次へ 

会社名 Bosley, Inc. Bosley, Inc. Bosley, Inc. 

区分 
平成13年 

ストック・オプション 

平成14年 

ストック・オプション 

平成15年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数

(名) 

取締役１名 従業員１名 従業員12名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの数 
普通株式 681,600株 普通株式 166,844株 普通株式 135,960株 

付与日 平成13年８月１日 平成14年11月１日 平成15年２月１日 

権利確定条件 

付与日から３年間36回均等
に権利確定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

権利行使期間 付与日から10年間 付与日から10年間 付与日から10年間 

会社名 Bosley, Inc. Bosley, Inc. Bosley, Inc. 

区分 
平成16年 

ストック・オプション 

平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数

(名) 

従業員12名 従業員8名 従業員10名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの数 
普通株式 57,305株 普通株式 56,709株 普通株式 83,887株 

付与日 平成16年２月１日 平成17年２月１日 平成18年４月１日 

権利確定条件 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

付与日から１年後に20％権
利確定、以後残80％につき
４年間48回均等に権利確
定。 
権利行使時においても勤務
していること。 

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

権利行使期間 付与日から10年間 付与日から10年間 付与日から10年間 



(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況 

   当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算し

て記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

区分 
平成15年 

ストック・オプション 

平成16年 

ストック・オプション 

平成17年 

ストック・オプション 

権利確定前 (株)       

期首 ― ― 706,100 

 付与 ― ― ― 

 失効 ― ― 7,600 

権利確定 ― ― 698,500 

未確定残 ― ― ― 

権利確定後 (株)       

 期首 295,000 671,000 ― 

 権利確定 ― ― 698,500 

 権利行使 246,800 178,100 32,300 

失効 22,000 33,700 9,500 

未行使残 26,200 459,200 656,700 

会社名 ㈱サムソン 

区分 
平成14年 

ストック・オプション 

権利確定前 (株)   

期首 ― 

 付与 ― 

 失効 ― 

権利確定 ― 

未確定残 ― 

権利確定後 (株)   

 期首 18,300 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

失効 ― 

未行使残 18,300 



  

  

  

会社名 Bosley, Inc. Bosley, Inc. Bosley, Inc. 

区分 
平成13年 

ストック・オプション 

平成14年 

ストック・オプション 

平成15年 

ストック・オプション 

権利確定前 (株)       

期首 ― 61,176 53,754 

 付与 ― ― ― 

 失効 ― ―   

権利確定 ― 33,369 25,802 

未確定残 ― 27,807 27,952 

権利確定後 (株)       

 期首 681,600 105,668 75,254 

 権利確定 ― 33,369 25,802 

 権利行使 ― ― ― 

失効 ― ― ― 

未行使残 681,600 139,037 101,056 

会社名 Bosley, Inc. Bosley, Inc. Bosley, Inc. 

区分 
平成16年 

ストック・オプション 

平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前 (株)       

期首 31,051 56,709 ― 

 付与 ― ― 83,887 

 失効 ― ― ― 

権利確定 10,071 21,738 ― 

未確定残 20,980 34,971 83,887 

権利確定後 (株)     ― 

 期首 19,302 ― ― 

 権利確定 10,071 21,738 ― 

 権利行使 ― ― ― 

失効 ― ― ― 

未行使残 29,373 21,738 ― 



② 単価情報 

  

  

  

  

前へ   次へ 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 

区分 
平成15年 

ストック・オプション 

平成16年 

ストック・オプション 

平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格 (円) 2,275 2,462 2,435 

行使時平均株価 (円) 3,303 3,174 3,070 

付与日における公正な評価単
価 (円) 

― ― ― 

会社名 ㈱サムソン 

区分 
平成14年 

ストック・オプション 

権利行使価格 (円) 700 

行使時平均株価 (円) ― 

付与日における公正な評価単
価 (円) 

― 

会社名 Bosley, Inc. Bosley, Inc. Bosley, Inc. 

区分 
平成13年 

ストック・オプション 

平成14年 

ストック・オプション 

平成15年 

ストック・オプション 

権利行使価格 (米ドル) 6.875 7.00 7.00 

行使時平均株価 (米ドル) ― ― ― 

付与日における公正な評価単
価 (米ドル) 

― ― ― 

会社名 Bosley, Inc. Bosley, Inc. Bosley, Inc. 

区分 
平成16年 

ストック・オプション 

平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格 (米ドル) 7.00 7.00 7.00 

行使時平均株価 (米ドル) ― ― ― 

付与日における公正な評価単
価 (米ドル) 

― ― ― 



 (税効果会計関係) 

  

  

前へ     

前連結会計年度(平成18年２月28日) 当連結会計年度(平成19年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

繰延税金資産  
 たな卸資産未実現利益 173百万円
 退職給付引当金繰入超過額 1,342百万円
 役員退職慰労引当金 
 繰入超過額 

331百万円

 未払事業税 245百万円
 賞与引当金繰入超過額 573百万円
 商品保証引当金繰入超過額 55百万円
 返品調整引当金繰入超過額 39百万円
 減価償却超過額 493百万円
  ゴルフ会員権評価損 126百万円
 減損損失累計額 489百万円
 土地評価損 714百万円
 繰越欠損金 1,258百万円
 その他 891百万円
繰延税金資産小計 6,736百万円
評価性引当額 △2,661百万円
繰延税金資産合計 4,074百万円

繰延税金負債  
 圧縮記帳積立金 17百万円
 その他 106百万円
繰延税金負債合計 123百万円
  
繰延税金資産の純額 3,951百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

  

繰延税金資産  
 たな卸資産未実現利益 163百万円
 退職給付引当金繰入超過額 1,395百万円
 役員退職慰労引当金 
 繰入超過額 

386百万円

 賞与引当金繰入超過額 565百万円
 商品保証引当金繰入超過額 61百万円
 返品調整引当金繰入超過額 45百万円
 減価償却超過額 591百万円
  ゴルフ会員権評価損 124百万円
 減損損失累計額 1,005百万円
 繰越欠損金 784百万円
 その他 577百万円
繰延税金資産小計 5,701百万円
評価性引当額 △1,360百万円
繰延税金資産合計 4,341百万円

繰延税金負債  
 圧縮記帳積立金 12百万円
 その他 81百万円
繰延税金負債合計 94百万円

繰延税金資産の純額 4,246百万円

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 

  

流動資産－繰延税金資産 1,262百万円
固定資産－繰延税金資産 2,712百万円
流動負債－繰延税金負債 4百万円
固定負債－繰延税金負債 19百万円

  繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 

  

流動資産－繰延税金資産 1,159百万円
固定資産－繰延税金資産 3,126百万円
流動負債－繰延税金負債 6百万円
固定負債－繰延税金負債 32百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  (単位 ％) 
法定実効税率 40.7 
(調整)   
交際費等永久に損金に算入
されない項目 

0.4 

住民税均等割 1.3 
その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

43.5 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  (単位 ％) 
法定実効税率 40.7 
(調整)   
交際費等永久に損金に算入
されない項目 

0.5 

住民税均等割 1.9 
繰延税金資産に対する 
評価性引当額の増減 

△9.9 

関係会社株式評価損 △11.1 
その他 1.9 

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

24.0 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「毛髪関連事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメントの情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「毛髪関連事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメントの情報の記載を省略しております。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

  

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア…………タイ、フィリピン、台湾 

(2) 北米……………米国 

(3) 欧州……………フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、イギリス、スウェーデン 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門および

全社資産に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金および有価証

券)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であります。 

５ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号）を適用しております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、日本について、当連結会計年度の営業費用は111百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。 

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

北米
(百万円) 

欧州
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

  売上高               

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

56,241 495 12,641 3,311 72,690 ― 72,690

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

61 4,433 953 0 5,449 (  5,449) ―

計 56,303 4,929 13,595 3,312 78,140 (  5,449) 72,690 

  営業費用 43,534 3,929 13,671 3,094 64,229 ( 1,858) 62,370 

  営業利益 
  又は営業損失(△) 

12,768 1,000 △75 218 13,911 (  3,591) 10,319

Ⅱ 資産 54,404 7,210 5,793 3,278 70,687 16,802 87,490 

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

北米
(百万円) 

欧州
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

  売上高               

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

54,707 471 14,573 3,746 73,498 ― 73,498

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

52 4,611 1,688 0 6,352 (  6,352) ―

計 54,760 5,083 16,261 3,746 79,851 (  6,352) 73,498 

  営業費用 44,820 4,355 15,733 3,459 68,368 (  3,081) 65,286 

  営業利益   9,939 728 528 286 11,483 (  3,271) 8,212 

Ⅱ 資産 51,913 8,197 7,631 3,959 71,701 19,956 91,658 

前連結会計年度 3,474百万円

当連結会計年度 3,302百万円

前連結会計年度 26,855百万円

当連結会計年度 29,696百万円



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

  

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

(注) １ 国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア…………タイ、フィリピン、台湾、韓国、シンガポール 

(2) 北米……………米国 

(3) 欧州……………フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、イギリス、スウェーデン 

(4) その他の地域…豪州、中南米 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  
アジア 
(百万円) 

北米
(百万円) 

欧州
(百万円) 

その他の地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 438 12,409 3,539 80 16,468 

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 72,690 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

0.6 17.1 4.9 0.1 22.7

  
アジア 
(百万円) 

北米
(百万円) 

欧州
(百万円) 

その他の地域 
(百万円) 

計 
(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 448 14,421 3,916 107 18,895 

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― ― 73,498 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

0.6 19.6 5.3 0.2 25.7



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

役員および個人主要株主等 

  

取引条件および取引条件の決定方針等 

(注) １ 阿久津興雄が第三者(興和商事㈱)の代表者として行った取引であり、賃貸料は近隣の取引実勢に基づいて、２年に一度交

渉のうえ決定しております。なお、阿久津興雄は期中に当社監査役を退任しておりますが、期末月での退任のため取引金

額は当連結会計年度のすべてを、期末残高は期末日現在の残高を記載しております。 

２ 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。 

  

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

該当事項はありません。 

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権の
被所有 
割合(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員お
よびそ
の近親
者 

阿久津 
興雄 ― ― 

当社監査役
興和商事㈱
代表取締役
社長 

直接0.1
間接0.0 ― ―

興和商事㈱
からの建物
賃貸料の受
取(注)１ 

2 未収収益 
前受取益 

0
0



 (１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

  

２ １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 1,760円45銭 １株当たり純資産額 1,877円95銭 

１株当たり当期純利益金額 150円51銭 １株当たり当期純利益金額 156円26銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

149円51銭 
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額 

155円25銭 

  前連結会計年度
(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合
計額 

― 73,021 百万円 

純資産の部の合計額から控除する
金額 
（うち新株予約権） 
（うち少数株主持分） 

―
― 
― 

321 百万円 
  

      (0 百万円) 
(321 百万円) 

普通株式に係る純資産額 ― 72,699 百万円 

普通株式の発行済株式数 ― 41,713,388 株 

普通株式の自己株式数 ― 3,001,021 株 

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数 

― 38,712,367 株 

  前連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

連結損益計算書上の当期純利益 6,149 百万円   6,091 百万円  

普通株式に帰属しない金額 
（うち利益処分による役員賞与） 

130 百万円
  (130 百万円) 

     ― 
      ― 

普通株式に係る当期純利益 6,019 百万円         6,091 百万円 

普通株式の期中平均株式数 39,992,395 株 38,984,056 株 

普通株式増加数 
（うち新株予約権） 

       268,860 株  
           (268,860 株)  

      253,180 株  
           (253,180 株)  



(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

(重要な会社分割) 

当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において、平成19年９月１日を期して、当社のかつらの販売

や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業部門(以下「本件事業」という。)を新設分割し、持株会社体制へ

移行することを決議し、平成19年５月24日開催の定時株主総会において承認を受けております。 

これに伴い、当社は「㈱アデランスホールディングス」に商号変更いたします。 

  

１ 理由 

当社グループの中核である “毛髪ビジネス”再活性化を図るとともに、美容関連ビジネスでの更なる成長を

促すことで、強いグループを維持していくために安定した経営力を備え市場ニーズの変革に対応していくこと

が 重要経営課題であるとの結論に達しました。 

具体的には、更なる成長に向けてはグループ組織体制の変革が必要であり、当社グループでは持株会社体制

へ移行することで、子会社の経営の自由度を高めて自立・成長を促すとともに、グループ全体で“毛髪ビジネ

ス”を強化し、シナジー効果の創出を図ること、またそのためのガバナンス強化をはかることであります。 

持株会社化にともない、ブランドイメージをさらに発展させて、将来的にはグループ組織再編を実施するこ

とで、ステークホルダー全ての期待にこたえる組織体制の構築も今回の目的のひとつとなります。 

  

２ 会社分割する事業内容、規模 

(1) 分割する部門の事業内容 

かつらの販売や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業 

(2)  毛髪関連事業における経営成績（平成19年２月期） 

  

(3)  毛髪関連事業にかかる資産、負債の項目および金額（平成19年２月期） 

  

  
毛髪関連事業(a) 

当社平成19年２月期実

績(b) 
比率(a/b) 

売上高 42,645百万円 42,645百万円 100.0％ 

売上総利益 35,075百万円 35,075百万円 100.0％ 

営業利益 9,550百万円 5,251百万円 181.9％ 

経常利益 9,610百万円 8,041百万円 119.5％ 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 5,833百万円 流動負債 6,085百万円 

固定資産 12,230百万円 固定負債 3,489百万円 

資産の部合計 18,063百万円 負債の部合計 9,575百万円 



３ 会社分割の形態 

当社を分割会社として、新設する㈱アデランス(以下、新設会社という。)に本件事業を承継させる新設分割

で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型（物的）分割であります。 

  

４ 会社分割に係る分割会社又は継承会社の名称、当該会社の資産・負債および純資産の額等 

  

５ 会社分割の時期 

平成19年２月28日          定時株主総会基準日 

平成19年４月20日          取締役会（分割計画書承認）、分割計画書作成 

平成19年５月24日          定時株主総会（分割計画書承認） 

平成19年９月３日（予定）      分割登記、効力発生日 

  

(重要な営業の譲受) 

当社および連結子会社は、米国でヘア・トランスプラント事業を展開する 大手の一つであるLeavitt 

Management, Inc.との間で、ヘア・トランスプラント事業全部の譲受けに関し、平成19年５月１日付で、基本

合意書を締結いたしました。 

  

１ 目的 

当社グループでヘア・トランスプラント事業を展開するBosley, Inc.は、当社の米国子会社であり、北米市

場でトップシェアを有しております。しかしながら、そのマーケットシェアは約10％で推移していると推定さ

れます。 

このような状況下で、当社グループは、当社の企業価値向上に向けた北米市場でのシェアと業績の拡大・向

上への取組の一環として、Leavitt Management, Inc.がMedical Hair Restoration, Inc.という名称において

営んでいるヘア・トランスプラント事業(北米市場において業界第２位)全部を譲受けることに関し、Leavitt 

Management, Inc.との間で、基本合意書を締結いたしました。 

  

２ 譲り受ける相手会社の名称 

Leavitt Management, Inc. 

  

  平成19年２月28日現在 平成19年９月３日（予定） 

(1)  商号 ㈱アデランス（分割会社） 

（㈱アデランスホールディングスに

商号変更予定） 

㈱アデランス（新設会社） 

(2)  主な事業内容 かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

(3)  設立年月日 昭和44年３月１日 平成19年９月３日 

(4)  本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 

(5)  代表者 代表取締役社長 徳丸 勝治 代表取締役社長 徳丸 勝治 

(6)  資本金 12,944百万円 2,000百万円 

(7)  発行済株式数 41,713,388株 2,000株 

(8)  純資産 65,192百万円 未定 

(9)  総資産 75,384百万円 未定 

(10) 決算期 ２月末日 ２月末日 



３ 譲り受ける事業の内容 

Medical Hair Restoration, Inc.の名称において営まれているヘア・トランスプラント事業 

  

４ 譲り受ける部門の売上高 

47,457千米ドル(平成18年12月期) 

  

５ 譲受の時期 

別途終了につき合意された場合を除き、平成19年８月１日までが独占交渉期間とされており、デュー・ディ

リジェンスを経た上、詳細条件の確定を行い、以下のとおり 終契約の締結およびクロージングを行う予定で

あります。 

平成19年６月30日頃  終契約締結(予定) 

平成19年７月末頃   クロージング日(予定) 



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。 

２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高

(百万円) 

当期末残高

(百万円) 

利率 

(％) 
担保 償還期限 

㈱サムソン 第１回無担保普通社債 
平成14年 

８月14日 
― 

11 

(11)
1.00 無担保社債 

平成19年 

８月31日 

㈱サムソン 第６回無担保普通社債 
平成17年 

12月29日 
― 

80 

(20)
0.83 無担保社債 

平成22年 

12月29日 

㈱サムソン 第７回無担保普通社債 
平成18年 

６月30日 
― 70 3.70 無担保社債 

平成21年 

６月30日 

㈱サムソン 第８回無担保普通社債 
平成18年 

６月30日 
― 35 3.70 無担保社債 

平成21年 

６月30日 

㈱サムソン 第９回無担保普通社債 
平成18年 

６月30日 
― 25 3.70 無担保社債 

平成21年 

６月30日 

合計 ― ― ― 
221 

(31)
― ― ― 

１年以内 

(百万円) 

１年超２年以内 

(百万円) 

２年超３年以内 

(百万円) 

３年超４年以内 

(百万円) 

４年超５年以内 

(百万円) 

31 20 150 20 ― 

  
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 ― 383 1.66 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 ― 362 2.51 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定の

ものを除く) 
― 1,067 2.52 

平成20年３月１日～ 

平成32年２月17日 

合計 ― 1,813 ― ― 

１年超２年以内 

(百万円) 

２年超３年以内 

(百万円) 

３年超４年以内 

(百万円) 

４年超５年以内 

(百万円) 

346 244 189 147 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
  

  
第37期

(平成18年２月28日) 
第38期 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     3,216     2,817   

２ 受取手形     662     655   

３ 売掛金 ※１   1,798     1,788   

４ 有価証券     9,306     7,700   

５ 商品     820     849   

６ 貯蔵品     404     455   

７ 前払費用     311     287   

８ 繰延税金資産     735     474   

９  未収還付法人税等     ―     1,436   

10 その他 ※１   521     417   

流動資産合計     17,777 23.2   16,884 22.4 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

(１) 建物   24,993     24,951     

減価償却累計額   13,745 11,247   14,127 10,823   

(２) 構築物   865     824     

減価償却累計額   633 231   622 202   

(３) 機械及び装置   189     189     

減価償却累計額   177 12   179 10   

(４) 車両運搬具   31     35     

減価償却累計額   21 9   5 29   

(５) 工具器具及び備品   3,184     3,252     

減価償却累計額   2,394 790   2,531 720   

(６) 土地     11,321     11,127   

(７) 建設仮勘定     ―     6   

有形固定資産合計     23,612 30.9   22,922 30.4 

２ 無形固定資産               

(１) 営業権     ―     4   

(２) 特許権     3     2   

(３) 借地権     1,812     1,812   

(４) 商標権     14     12   

(５) ソフトウェア     147     119   

(６) ソフトウェア仮勘定     ―     1,546   

(７) その他     494     152   

無形固定資産合計     2,473 3.2   3,650 4.8 



  

  

  
第37期

(平成18年２月28日) 
第38期 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産               

(１) 長期性預金     2,000     2,000   

(２) 投資有価証券     9,635     9,354   

(３) 関係会社株式     10,721     11,218   

(４) 出資金     23     23   

(５) 関係会社出資金     243     294   

(６) 関係会社長期貸付金     4,877     5,046   

(７) 長期前払費用     36     232   

(８) 繰延税金資産     2,238     2,242   

(９) 保証金及び敷金     2,565     2,503   

(10) その他     877     808   

(11) 投資損失引当金     ―     △686   

(12) 貸倒引当金     △557     △1,109   

投資その他の資産合計     32,662 42.7   31,928 42.4 

固定資産合計     58,749 76.8   58,500 77.6 

資産合計     76,526 100.0   75,384 100.0 

                

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 買掛金 ※１   285     238   

２ 未払金 ※１   1,333     1,567   

３ 未払費用     325     324   

４ 未払法人税等     2,343     ―   

５ 未払消費税等     240     112   

６ 前受金     3,071     2,685   

７ 預り金     69     65   

８ 前受収益     17     23   

９ 賞与引当金     1,046     1,015   

10 役員賞与引当金     ―     98   

11 商品保証引当金     137     150   

12 その他     10     10   

流動負債合計     8,880 11.6   6,292 8.3 

Ⅱ 固定負債               

１ 退職給付引当金     2,989     2,828   

２ 役員退職慰労引当金     683     683   

３ その他     377     388   

固定負債合計     4,050 5.3   3,899 5.2 

負債合計     12,931 16.9   10,192 13.5 



  

  

   
第37期

(平成18年２月28日) 
第38期 

(平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※２   12,944 16.9   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金               

資本準備金     13,157 17.2   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金               

１  利益準備金     1,022     ―   

２  任意積立金               

(１) 建物圧縮積立金   15     ―     

(２) 別途積立金   25,000 25,015   ― ―   

３  当期未処分利益     18,230     ―   

利益剰余金合計     44,267 57.8   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額

金 
※４   589 0.8   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※３   △7,363 △9.6   ― ― 

資本合計     63,594 83.1   ― ― 

負債・資本合計     76,526 100.0   ― ― 

         

 (純資産の部)               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     ― ―   12,944 17.2 

２ 資本剰余金               

(1) 資本準備金   ―     13,157     

資本剰余金合計     ― ―   13,157 17.4 

３ 利益剰余金               

(1) 利益準備金   ―     1,022     

(2) その他利益剰余金               

建物圧縮積立金   ―     13     

別途積立金   ―     25,000     

繰越利益剰余金   ―     21,593     

利益剰余金合計     ― ―   47,628 63.2 

４ 自己株式     ― ―   △9,105 △12.1 

株主資本合計     ― ―   64,624 85.7 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価 
  差額金 

    ― ―   568 0.8 

評価・換算差額等合計     ― ―   568 0.8 

純資産合計     ― ―   65,192 86.5 

負債純資産合計     ― ―   75,384 100.0 

         



② 【損益計算書】 

  

  
  

  
第37期

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第38期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高               

１ 商品売上高   35,486     33,809     

２ サービス収入   9,503 44,990 100.0 8,835 42,645 100.0 

Ⅱ 売上原価               

１ 商品売上原価               

(１) 商品期首たな卸高   833     820     

(２) 当期商品仕入高 ※８ 2,632     2,689     

(３) 補修費   265     279     

(４) 商品保証引当金繰入額   137     150     

小計   3,869     3,940     

(５) 他勘定振替高 ※１ 13     18     

(６) 商品期末たな卸高   820     849     

合計   3,034     3,072     

２ サービス収入原価 ※２ 4,567 7,602 16.9 4,497 7,570 17.8 

売上総利益     37,388 83.1   35,075 82.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※３ 
※４ 
※８ 

  29,793 66.2 29,823 69.9

営業利益     7,594 16.9   5,251 12.3 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息 ※８ 187     188     

２ 有価証券利息   63     83     

３ 受取配当金 ※８ 1,943     2,248     

４ 為替差益   ―     39     

５ 不動産賃貸料   334     364     

６ 雑収入   477 3,004 6.6 142 3,067 7.2 

Ⅴ 営業外費用               

１ 不動産賃貸費用   255     246     

２ 雑損失   30 285 0.6 30 277 0.6 

経常利益     10,314 22.9   8,041 18.9 



  

  

  
第37期

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

第38期 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益               

１ 固定資産売却益 ※５ ―     16     

２ 貸倒引当金戻入益   5     ―     

３ 関係会社清算益   30 35 0.1 42 58 0.1 

Ⅶ 特別損失               

１ 固定資産売却損 ※６ 12     41     

２ 固定資産除却損 ※７ 54     4     

３ 関係会社株式評価損   ―     53     

４ 投資損失引当金繰入額   ―     686     

５ 貸倒引当金繰入額   ― 66 0.1 600 1,386 3.3 

税引前当期純利益     10,283 22.9   6,713 15.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

4,046 843   

法人税等調整額   △464 3,582 8.0 271 1,115 2.6 

当期純利益     6,700 14.9   5,598 13.1 

前期繰越利益     12,611     ―   

自己株式処分差損     201     ―   

中間配当額     880     ―   

当期未処分利益     18,230     ―   

      



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) １ 日付は株主総会承認日であります。 

２ 建物圧縮積立金取崩高は、租税特別措置法の規定に基づき前期に発生した減価償却超過額相当額であります。 

  

    
第37期

(平成18年５月25日) 

区分 
注記
番号 

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益     18,230 

Ⅱ 任意積立金取崩高       

   建物圧縮積立金取崩高   1 1 

合計     18,231 

Ⅲ 利益処分額       

 １ 配当金   
863

(１株につき22円)
  

 ２ 役員賞与金 
   (うち監査役賞与金) 

  
112
(3)

975 

Ⅳ 次期繰越利益     17,255 

      



④ 【株主資本等変動計算書】 

第38期(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

  

  

(注) 平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

次へ 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 
その他利益剰余金 

建物圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 15 25,000 18,230 

事業年度中の変動額             

 剰余金の配当 (注)           △863 

 剰余金の配当           △967 

 役員賞与 (注)           △112 

 建物圧縮積立金の取崩 (注)       △1   1 

 建物圧縮積立金の取崩       △0   0 

 当期純利益           5,598 

 自己株式の取得             

 自己株式の処分           △294 

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)             

事業年度中の変動額合計 
(百万円) － － － △1 － 3,362 

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 13 25,000 21,593 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本合計 

その他
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月28日残高(百万円) △7,363 63,005 589 589 63,594 

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当 (注)   △863     △863 

 剰余金の配当   △967     △967 

 役員賞与 (注)   △112     △112 

 建物圧縮積立金の取崩 (注)   －     － 

 建物圧縮積立金の取崩   －     － 

 当期純利益   5,598     5,598 

 自己株式の取得 △3,118 △3,118     △3,118 

 自己株式の処分 1,375 1,081     1,081 

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)     △20 △20 △20 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △1,742 1,618 △20 △20 1,597 

平成19年２月28日残高(百万円) △9,105 64,624 568 568 65,192 



重要な会計方針 

  

  

  

  第37期 第38期 

１ 有価証券の評価基準およ

び評価方法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式 

    同左 

  満期保有目的の債券 

 償却原価法(定額法) 

満期保有目的の債券 

    同左 

  その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法 

  (評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定) 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法 

  (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

 時価のないもの 

    同左 

２ たな卸資産の評価基準お

よび評価方法 

商品 

 かつら 

  オーダーメイド 

   個別法による原価法 

  レディーメイド 

   総平均法による原価法 

 その他の商品 

  終仕入原価法 

商品 

    同左 

  

  貯蔵品 

 支給資材 

  個別法による原価法 

 その他の貯蔵品 

  終仕入原価法 

貯蔵品 

    同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用し

ております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物………………………13～47年 

構築物…………………… 7～20年 

工具器具及び備品……… 5～ 8年 

(1) 有形固定資産 

    同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

  ただし、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

    同左 

  (3) 長期前払費用 

  均等償却 

(3) 長期前払費用 

    同左 



  

  

  第37期 第38期 

４ 外貨建の資産および負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

    同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づき計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

    同左 

  (3)     ――――― (3) 役員賞与引当金 

  役員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

  (4) 商品保証引当金 

  販売商品の無償保証契約に基づく

補修費に充てるため、過去の補修

実績を基礎として、その必要額を

見積計上しております。 

(4) 商品保証引当金 

    同左 

  (5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理

しております。数理計算上の差異

は、その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法により、翌

期から費用処理することとしてお

ります。 

(5) 退職給付引当金 

    同左 

  (6) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

  なお、当制度は平成17年5月をも

って廃止となり、「役員退職慰労

引当金」は制度適用期間中から在

任している役員に対して退任時に

支給する予定額であります。 

(6) 役員退職慰労引当金 

    同左 

  (7)     ――――― (7) 投資損失引当金 

  関係会社への投資に係る損失に備

えるため、当該会社の財政状態等

を勘案し、その損失見込額を計上

しております。 



  

  

(会計処理の変更) 

  

  

(表示方法の変更) 

  

  

  第37期 第38期 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

    同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

消費税および地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

    同左 

第37期 第38期 

  

―――――― 

  

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4

号)を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益

および税引前当期純利益が、98百万円減少しておりま

す。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準第5号)および「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)

を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

65,192百万円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

第37期 第38期 

(貸借対照表) 

前事業年度まで区分掲記していた「保険積立金」(当

事業年度597百万円)は、重要性が乏しいため当事業年度

より投資その他の資産の「その他」に含めて表示するこ

とに変更しております。 

(貸借対照表) 

前事業年度は無形固定資産の「その他」に含めていた

「ソフトウェア仮勘定」は資産総額の100分の1を超えた

ため、当事業年度より区分掲記しました。なお、前事業

年度の無形固定資産の「その他」に含まれていた「ソフ

トウェア仮勘定」は343百万円であります。 



  
(追加情報) 

  

  

注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  
  

次へ 

第37期 第38期 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日

以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付

加価値割および資本割については、販売費及び一般管

理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が154百万円増加

し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が同

額減少しております。 

  

―――――― 

  

第37期 第38期 

※１ 関係会社にかかる注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

※１ 関係会社にかかる注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりでありま

す。 

  

種類 金額(百万円) 

売掛金 9 

その他流動資産 263 

買掛金 69 

未払金 675 

  

種類 金額(百万円) 

売掛金 21 

その他流動資産 240 

買掛金 70 

未払金 744 

   ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、これに相当する株式数を減ずること

としております。 

    

※２ 発行する株式総数 普通株式 138,000,000株

   発行済株式総数 普通株式 41,713,388株

―――――― 

  

  

※４ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が589百万

円増加しております。なお、当該金額は商法施行

規則第124条３号の規定により、配当に充当する

ことが制限されております。  

※３ 自己株式の保有数 普通株式 2,456,597株 ―――――― 

  

―――――― 

  



(損益計算書関係) 

  

  

第37期 第38期 

※１ 他勘定振替高の内訳 

貯蔵品へ 7百万円

販売促進費へ 5 

計 13百万円

※１ 他勘定振替高の内訳 

貯蔵品へ 9百万円

販売促進費へ 8 

計 18百万円

※２ サービス収入原価の内訳 

直接材料費 793百万円

給与手当 3,342 

法定福利費 431 

計 4,567百万円

※２ サービス収入原価の内訳 

直接材料費 813百万円

給与手当 3,261 

法定福利費 422 

計 4,497百万円

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は76％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

   24％であります。主要な費目および金額は次のと

おりであります。 

信販手数料 256百万円

広告宣伝費 8,976百万円

給与手当 6,325百万円

法定福利費 922百万円

地代家賃 2,596百万円

減価償却費 1,333百万円

賞与引当金繰入額 1,046百万円

退職給付費用 392百万円

役員退職慰労引当金 
繰入額 

208百万円

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は74％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

   26％であります。主要な費目および金額は次のと

おりであります。 

信販手数料 238百万円

広告宣伝費 8,927百万円

給与手当 6,355百万円

法定福利費 938百万円

地代家賃 2,479百万円

減価償却費 1,281百万円

賞与引当金繰入額 1,015百万円

退職給付費用 244百万円

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,044百万円

であります。 

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は1,692百万円

であります。 

――――― ※５ 固定資産売却益は、土地の売却他によるものであ

ります。 

※６ 固定資産売却損は、土地・建物の売却によるもの

であります。 

※６ 固定資産売却損は、土地・建物の売却他によるも

のであります。 

※７ 固定資産除却損の内訳 

建物 51百万円

構築物 0 

工具器具及び備品 2 

計 54百万円

※７ 固定資産除却損の内訳 

建物 3百万円

工具器具及び備品 0 

計 4百万円

※８ 関係会社との取引にかかるもの 

   関係会社との取引にかかる主なものが次のとおり

含まれております。 

※８ 関係会社との取引にかかるもの 

   関係会社との取引にかかる主なものが次のとおり

含まれております。 

種類 金額(百万円) 

仕入高 1,621 

広告宣伝費 8,373 

受取利息 158 

受取配当金 1,933 

種類 金額(百万円) 

仕入高 1,693 

広告宣伝費 8,104 

受取利息 159 

受取配当金 2,229 



(株主資本等変動計算書関係) 

第38期(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
（注）１ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加2,678株および平成18年7月13日開催の取締役会の決議によ

る取得1,000,000株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少457,200株および単元未満株式の買い増し請求による減

少1,054株であります。 

  

(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 2,456,597 1,002,678 458,254 3,001,021 

第37期 第38期 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 

(百万円) 
工具器具 
及び備品 

31 13 17

取得価額 
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 

(百万円) 
工具器具
及び備品 

148 32 116 

ソフトウェア 109 12 97 

計 258 45 213 

 (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 (注)         同左 

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料期末残

高の割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

１年以内 6百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

 (注)         同左 

  

１年以内 51百万円

１年超 161百万円

合計 213百万円

 (3) 支払リース料および減価償却費相当額 

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

 (3) 支払リース料および減価償却費相当額 

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 31百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

            同左 



(有価証券関係) 

前事業年度（平成18年２月28日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成19年２月28日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(税効果会計関係) 
  

第37期 第38期 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 退職給付引当金繰入超過額 1,153百万円

 役員退職慰労引当金繰入超過額 278  

 未払事業税 197  

 ゴルフ会員権評価損 87  

 賞与引当金繰入超過額 425  

 商品保証引当金繰入超過額 55  

 固定資産減価償却超過額 202  

 研究開発費繰延額 617  

 たな卸資産評価損繰延額 41  

 関係会社株式評価損 5,084  

 貸倒引当金繰入超過額 226  

 減損損失累計額 70  

 その他 32  

 繰延税金資産小計 8,472  

 評価性引当額 △5,084  

 繰延税金資産合計 3,387  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 退職給付引当金繰入超過額 1,151百万円

 役員退職慰労引当金繰入超過額 278  

 ゴルフ会員権評価損 87  

 賞与引当金繰入超過額 413  

 商品保証引当金繰入超過額 61  

 固定資産減価償却超過額 218  

 研究開発費繰延額 101  

 たな卸資産評価損繰延額 15  

 関係会社株式評価損 4,231  

関係会社投資損失引当金繰入超
過額 

279  

 貸倒引当金繰入超過額 451  

 減損損失累計額 63  

 その他 87  

 繰延税金資産小計 7,439  

 評価性引当額 △4,264  

 繰延税金資産合計 3,174  

  

(繰延税金負債) 

  

 建物圧縮積立金 △9  

その他有価証券評価差額金 △404  

 繰延税金負債合計 △413  

繰延税金資産の純額 2,973  

  

(繰延税金負債) 

 建物圧縮積立金 △9  

その他有価証券評価差額金 △390  

その他 △58  

 繰延税金負債合計 △457  

繰延税金資産の純額 2,717  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.7％ 

(調整)    

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

0.3  

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△6.4  

住民税均等割額 1.3  

間接外国税額 △0.7  

その他 △0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

34.8％ 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)    

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

1.0  

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

△11.1  

住民税均等割額 1.9  

間接外国税額 △2.2  

関係会社株式評価損 △13.0  

試験研究費 △2.1  

その他 1.4  

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

16.6％ 



(１株当たり情報) 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

  

２ １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益額 

  

  

第37期 第38期 

１株当たり純資産額 1,617円11銭 １株当たり純資産額 1,684円02銭

１株当たり当期純利益金額 164円74銭 １株当たり当期純利益金額 143円61銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

163円64銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額 

142円68銭

  第37期 第38期 

貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円) 

― 65,192 

普通株式に係る純資産額(百万円) ― 65,192 

普通株式の発行済株式数（株） ― 41,713,388 

普通株式の自己株式数（株） ― 3,001,021 

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（株） 

― 38,712,367 

  第37期 第38期 

損益計算書上の当期純利益(百万
円) 

6,700 5,598 

普通株式に係る当期純利益(百万
円) 

6,588 5,598 

普通株主に帰属しない金額の内訳
（百万円） 
 利益処分による役員賞与 112 ― 
普通株主に帰属しない金額(百万
円) 

112 ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 39,992,395 38,984,056 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に用いられた普通株式
増加数の内訳（株） 
 新株予約権 268,860 253,180 

普通株式増加数（株） 268,860 253,180 



(重要な後発事象) 

前事業年度（平成18年２月28日現在） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（平成19年２月28日現在） 

(重要な会社分割) 

当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において、平成19年９月１日を期して、当社のかつらの販売

や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業部門(以下「本件事業」という。)を新設分割し、持株会社体制へ

移行することを決議し、平成19年５月24日開催の定時株主総会において承認を受けております。 

これに伴い、当社は「㈱アデランスホールディングス」に商号変更いたします。 

  

１ 理由 

当社グループの中核である “毛髪ビジネス”再活性化を図るとともに、美容関連ビジネスでの更なる成長を

促すことで、強いグループを維持していくために安定した経営力を備え市場ニーズの変革に対応していくこと

が最重要経営課題であるとの結論に達しました。 

具体的には、更なる成長に向けてはグループ組織体制の変革が必要であり、当社グループでは持株会社体制

へ移行することで、子会社の経営の自由度を高めて自立・成長を促すとともに、グループ全体で“毛髪ビジネ

ス”を強化し、シナジー効果の創出を図ること、またそのためのガバナンス強化をはかることであります。 

持株会社化にともない、ブランドイメージをさらに発展させて、将来的にはグループ組織再編を実施するこ

とで、ステークホルダー全ての期待にこたえる組織体制の構築も今回の目的のひとつとなります。 

  

２ 会社分割する事業内容、規模 

(1) 分割する部門の事業内容 

かつらの販売や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業 

(2)  毛髪関連事業における経営成績（平成19年２月期） 

  

(3)  毛髪関連事業にかかる資産、負債の項目および金額（平成19年２月期） 

  

  
毛髪関連事業(a) 

当社平成19年２月期実

績(b) 
比率(a/b) 

売上高 42,645百万円 42,645百万円 100.0％ 

売上総利益 35,075百万円 35,075百万円 100.0％ 

営業利益 9,550百万円 5,251百万円 181.9％ 

経常利益 9,610百万円 8,041百万円 119.5％ 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 5,833百万円 流動負債 6,085百万円 

固定資産 12,230百万円 固定負債 3,489百万円 

資産の部合計 18,063百万円 負債の部合計 9,575百万円 



３ 会社分割の形態 

当社を分割会社として、新設する㈱アデランス(以下、新設会社という。)に本件事業を承継させる新設分割

で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型（物的）分割であります。 

  

４ 会社分割に係る分割会社又は継承会社の名称、当該会社の資産・負債および純資産の額等 

  

５ 会社分割の時期 

平成19年２月28日          定時株主総会基準日 

平成19年４月20日          取締役会（分割計画書承認）、分割計画書作成 

平成19年５月24日          定時株主総会（分割計画書承認） 

平成19年９月３日（予定）      分割登記、効力発生日 

  

前へ     

  平成19年２月28日現在 平成19年９月３日（予定） 

(1)  商号 ㈱アデランス（分割会社） 

（㈱アデランスホールディングスに

商号変更予定） 

㈱アデランス（新設会社） 

(2)  主な事業内容 かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

かつらの販売や理美容・育毛サービ

スなどの毛髪関連事業 

(3)  設立年月日 昭和44年３月１日 平成19年９月３日 

(4)  本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 東京都新宿区新宿一丁目６番３号 

(5)  代表者 代表取締役社長 徳丸 勝治 代表取締役社長 徳丸 勝治 

(6)  資本金 12,944百万円 2,000百万円 

(7)  発行済株式数 41,713,388株 2,000株 

(8)  純資産 65,192百万円 未定 

(9)  総資産 75,384百万円 未定 

(10) 決算期 ２月末日 ２月末日 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円) 

(投資有価証券)その他有価証券     

住友不動産㈱ 174,000 821 

 三井住友海上火災保険㈱ 368,100 544 

 ㈱ほくほくフィナンシャル 
グループ 

1,119,000 499 

 ㈱静岡銀行 232,000 293 

 日本管財㈱ 88,100 283 

 ㈱横河ブリッジ 382,000 234 

 ㈱フォーキャスト  54,720 166 

 ㈱ユーシン 96,000 74 

 ㈱アプラス 273,000 57 

 岡三ホールディングス㈱ 54,590 52 

 東京メトロポリタン 
テレビジョン㈱ 

1,500 26 

計 2,843,010 3,053 



【債券】 

  

  

【その他】 

  

  
  

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円) 

(有価証券)満期保有目的の債券     

 三井住友銀リース  ユーロ円建固
定利付債 

1,000 1,000 

 ARLS EIGHT Limited Series 240
ユーロ円建固定利付債 

300 300 

 鹿島・アジア・キャピタル ユー
ロ円建固定利付債 

900 900 

 オリエントコーポレーションコマ
ーシャルペーパー 

1,000 999 

 ジャックスコマーシャルペーパー 1,000 998 

セントラルファイナンスコマーシ
ャルペーパー 

1,000 998 

アーバンコーポレイションコマー
シャルペーパー 

1,000 997 

小計 6,200 6,195 

(投資有価証券)満期保有目的の債券     

 住友商事アメリカ  ユーロ円建固
定利付債 

1,000 1,000 

 オリックスＵＳＡ  ユーロ円建固
定利付債 

1,000 1,000 

Saman Capital Limited シリーズ
2 満期担保付償還条項付ユーロ円
建固定利付債 

800 800 

Calyon  finance  guernsey  Ltd. 
ユーロ円建リバースフローター・
マルチコーラブル債 

1,000 1,000 

 三菱信託銀行  ユーロ円建期限付
劣後債 

1,000 1,000 

Tokio  Marine  Financial 
Solutions Ltd. ユーロ円建リバ
ースフローター・マルチコーラブ
ル債 

1,000 1,000 

 三井住友銀行  ユーロ円建永久劣
後債 

500 501 

小計 6,300 6,301 

計 12,500 12,496 

種類及び銘柄 投資口数等(百万口) 貸借対照表計上額(百万円) 

(有価証券)その他有価証券     

 マネー・マネージメント 
 ・ファンド 
 (国際投信投資顧問) 

1,003 1,003 

 マネー・マネージメント 
 ・ファンド 
 (大和証券投資信託委託) 

501 501 

計 1,505 1,505 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増減額の主なものは、次のとおりであります。 

  

２ 無形固定資産その他の[  ]書きは、非減価償却資産を内書で表示しており、償却累計額および当期償却額の算定には含

めておりません。 

  

資産の種類 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 

(百万円) 

有形固定資産               

 建物 24,993 770 811 24,951 14,127 1,086 10,823 

 構築物 865 10 51 824 622 27 202 

 機械及び装置 189 ― 0 189 179 1 10 

 車両運搬具 31 33 29 35 5 6 29 

 工具器具及び備品 3,184 149 81 3,252 2,531 213 720 

 土地 11,321 ― 193 11,127 ― ― 11,127 

 建設仮勘定 ― 768 761 6 ― ― 6 

有形固定資産計 40,586 1,732 1,929 40,388 17,466 1,335 22,922 

無形固定資産               

 営業権 ― 4 ― 4 0 0 4 

 特許権 6 ― ― 6 4 1 2 

 借地権 1,812 ― ― 1,812 ― ― 1,812 

 商標権 27 0 0 27 15 2 12 

 ソフトウェア 254 21 20 255 136 50 119 

 ソフトウェア仮勘定 343 1,203 0 1,546 ― ― 1,546 

 その他 
154 
[146]

1 
[1]

―
[―]

155
[147]

2 0 
152
[147]

無形固定資産計 2,599 1,231 21 3,808 158 54 3,650 

長期前払費用 74 254 27 301 68 58 232 

繰延資産               

― ― ― ― ― ― ― ― 

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ― 

  資産の種類 金額(百万円) 内容 

増加 
建物 613 営業店内部造作 

ソフトウェア仮勘定 1,161 新営業情報システム開発 

減少 建物 749 営業店内部造作 



【引当金明細表】 

  

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 557 600 48 ― 1,109 

賞与引当金 1,046 1,015 1,046 ― 1,015 

役員賞与引当金 ― 98 ― ― 98 

商品保証引当金 137 150 137 ― 150 

役員退職慰労引当金 683 ― ― ― 683 

投資損失引当金 ― 686 ― ― 686 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

Ａ 現金及び預金 

  

  

Ｂ 受取手形 

(a) 相手先別内訳 

  

  

(b) 期日別内訳 

  

  

区分 金額(百万円) 

現金 46 

預金   

当座預金 351 

普通預金 207 

通知預金 2,210 

定期預金 0 

別段預金 1 

預金計 2,771 

合計 2,817 

相手先 金額(百万円) 

㈱アプラス 353 

ＵＦＪニコス㈱ 209 

㈱クオーク 59 

㈱ライフ 32 

計 655 

期日 金額(百万円) 

平成19年３月満期 0 

平成19年６月満期 39 

平成19年７月満期 68 

平成19年８月満期 547 

計 655 



Ｃ 売掛金 

(a) 相手先別内訳 

  

(注) １ 関係会社 

２ ㈱ザ・スタッフ他 

  

(b) 回収状況及び滞留状況 

  

  

Ｄ たな卸資産 

  

  

相手先 金額(百万円) 

東宝㈱ 14 

フォンテーヌ㈱(注)１ 9 

㈱フジテレビ 4 

愛德蘭絲股份有限公司 (注)１ 3 

International Hairgoods, Inc. (注)１ 3 

その他法人 (注)２ 18 

個人顧客 1,734 

合計 1,788 

科目 

期首残高 

(百万円) 

(A) 

当期売上高 

(百万円) 

(B) 

預り消費税額 

(百万円) 

(C) 

回収高 

(百万円) 

(D) 

期末残高 

(百万円) 

(E) 

回収率(％) 
  

(D)
×100 

(A)＋(B)＋(C)

滞留日数(日) 
  (A)＋(E) 
  ２ 
  (B)＋(C) 
  365 

売掛金 1,798 42,645 2,132 44,786 1,788 96.2 14.6 

科目 かつら(百万円) 店販品(百万円)
サービス用
材料(百万円) 

その他(百万円) 計(百万円) 

商品 83 594 ― 171 849 

貯蔵品 28 ― 325 100 455 

計 111 594 325 272 1,304 



Ｅ 関係会社株式 

  

(注) ㈱エーディーエヌ他 

  

Ｆ 関係会社長期貸付金 

  

  

② 負債の部 

Ａ 買掛金 

  

(注) 関係会社 

  

相手先 金額(百万円) 

フォンテーヌ㈱ 3,937 

Aderans Europe B.V. 3,117 

Aderans Holding Co., Inc. 1,375 

Aderans Thai Ltd. 852 

㈱ヘアトラストホールディングス 800 

その他 (注) 1,135 

合計 11,218 

相手先 金額(百万円) 

Aderans Holding Co., Inc. 2,404 

㈱エーディーエヌ 2,176 

㈱ヘアトラストホールディングス 380 

Aderans Philippines, Inc. 85 

合計 5,046 

相手先 金額(百万円) 

㈱マーガレット・ジョセフィン・ジャパン 40 

World Quality Co., Ltd. (注) 40 

Aderans Philippines, Inc. (注) 20 

㈱新和商事 16 

㈱カワキタ 15 

その他 104 

計 238 



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

    会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

    会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

    株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 

    株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 

事業年度 ３月１日から２月末日まで 

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日 

株券の種類 10,000株券、1,000株券、100株券 

剰余金の配当の基準日 ８月31日、２月末日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社   本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき300円 

株券喪失登録   

  株券喪失登録申請料 １件につき8,600円 

  株券登録料 １枚につき500円 

単元未満株式の買取り・
買増し 

  

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社   本支店 

  買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額。 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり

です。 

http://www.aderans.co.jp/koukoku/index.html/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

  

  

 (1) 有価証券報告書およびその添付書類 平成18年５月25日 

  事業年度 第37期(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 関東財務局長に提出 

 (2) 半期報告書 平成18年11月９日 

  事業年度 第38期中(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 関東財務局長に提出 

 (3) 臨時報告書   

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規

定に基づく臨時報告書であります。 
平成18年７月14日 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２(新設分割)の規定

に基づく臨時報告書であります。 
平成19年４月20日 

    関東財務局長に提出 

(4) 自己株券買付状況報告書 平成18年３月14日 

    平成18年４月13日 

    平成18年５月12日 

    平成18年６月８日 

    平成18年８月11日 

    関東財務局長に提出 

(5) 発行登録書(新株予約権証券)およびその添付書類 平成18年12月18日 

    関東財務局長に提出 

(6) 訂正発行登録書(新株予約権証券) 平成19年４月20日 

    関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年５月25日

株式会社アデランス 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アデランスの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社アデランス及び連結子会社の平成18年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  

京橋監査法人 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  岸        勲  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年５月24日

株式会社アデランス 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アデランスの平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

当監査法人は、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意

見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
  
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社アデランス及び連結子会社の平成19年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社アデランスは、平成19年４月20日開催の取締役会において、平成

19年９月１日を期して、同社のかつら販売や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業部門を新設分割し、持株会社体

制へ移行することを決議し、平成19年５月24日開催の定時株主総会で承認を受けた。 

また、株式会社アデランスおよび連結子会社は、平成19年４月30日に米国のLeavitt Management, Inc.との間で、ヘ

ア・トランスプラント事業全部の譲受けに関する基本合意書を締結した。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以 上 

  

  

京橋監査法人 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  岸        勲  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年５月25日

株式会社アデランス 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アデランスの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。 

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社アデランスの平成18年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  

京橋監査法人 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  岸        勲  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成19年５月24日

株式会社アデランス 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アデランスの平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。 

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。 

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り

の評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社アデランスの平成19年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社アデランスは、平成19年４月20日開催の取締役会において、平成

19年９月１日を期して、同社のかつら販売や理美容・育毛サービスなどの毛髪関連事業部門を新設分割し、持株会社体

制へ移行することを決議し、平成19年５月24日開催の定時株主総会で承認を受けた。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  

京橋監査法人 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  岸        勲  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  石  原     裕  ㊞ 

        

代表社員 

業務執行社員 
公認会計士  小 宮 山     司  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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